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交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会 

第４回技術安全ワーキンググループ 

令和８年５月２６日（火） 

 

【事務局】 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第４回交通政策審議会陸上

交通分科会自動車部会技術安全 WG を開催させていただきます。 

 皆様方におかれましてはお忙しいところお集まりいただき、誠にありがとうございます。 

 まず初めに、本日の委員をご紹介いたします。会場にお越しいただいておりますのは、

須田委員長、岩貞委員、坪田委員、中野委員、廣瀬委員、槇委員、中川委員、水野委員と

なっております。なお、河合委員におかれましては本日所用のためご欠席となります。こ

のほか、関係省庁、関係団体の皆様方におかれましてはオブザーバーとしてご参加いただ

いおりますが、ご紹介はお手元の配席図に代えさせていただきます。なお、弊省物流・自

動車局次長の猪股におかれましては本日所用のため途中から対面参加となります。 

 議事を始めさせていただく前に事務連絡がございます。ご発言方法でございますが、今

回は会場と Web の双方のご参加者がおられますことから、ご発言の際にはご所属とお名

前をおっしゃっていただき、終了時は「以上です」とご発言が終了したことをお示しいた

だければと存じます。また、ご発言以外はマイクをオフにしていただきますようお願いい

たします。 

 続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。Web でご参加の皆様は事前に

送付させていただきましたものをご確認ください。まず議事次第、次に資料１、本WGの

委員名簿、資料２、第３回WGの議事録、資料３、第３回WGにおける主な意見と回答、

資料４、技術安全 WG 報告書概要案、資料５、技術安全 WG 報告書案を添付しておりま

す。不足等がございましたら事務局までお知らせ願います。 

 それでは、以降の議事の進行は須田委員長にお願いしたいと思います。須田委員長、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

【須田委員長】 ただいまご紹介いただきました須田でございます。改めておはようござ

います。今日もよろしくお願いいたします。 

 ５月になりましたけれども、本当にお忙しいところお集まりいただきまして、ありがと

うございます。今回第４回ということで最終回ということでございます。ということで無

事報告書の案ができてきているということで私もうれしく思っております。皆様方のご協
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力を頂いたことについて感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 前回 WG では各委員から様々なご意見を頂きました。今回その内容を踏まえて事務局

よりまずご報告を頂きたいと思っています。最終的にご議論いただいてよりよいものにさ

せていただければと思っております。また、最後のところに、最後ということでございま

すので今後のことを踏まえて振り返りということで、皆様方から技術安全 WG の議論を

経て感想なりご意見を伺う時間を取りたいと思っております。そういうことですのでどう

ぞよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、時間も限られておりますので早速議事に入りたいと思います。 

 

議  題 

（１）第３回技術安全ワーキンググループにおける委員意見 

 

【須田委員長】 まず議題の（１）ということで、前回の振り返りも兼ねて第３回技術安

全 WG の委員の意見について事務局より資料３についてご説明をお願いいたします。 

【松坂車両安全対策調整官】 事務局、物流・自動車局車両基準・国際課の松坂でござい

ます。 

 それでは、資料３に基づきましてご説明をさせていただきます。 

 この資料は、前回第３回 WG におきまして頂きましたご意見と、それを報告書案にど

こに反映しているかということをご説明した資料となっております。詳細はこの後の議事

（２）、資料４と５の説明の中でご説明をさせていただきたいと思っておりまして、資料

３のご説明は、その中で報告書に反映していないといいますか、ご質問いただいたものと

か、そういったものへの回答のところを中心にご説明させていただきたいと思っておりま

す。 

 まず２ページ目をご覧いただけますでしょうか。No.6、岩貞委員からのご意見でござ

います。「交通弱者」という表現について守られている存在という誤解を生みかねないと

いうご意見がございました。「交通弱者」という表現自体は、我々といたしましては自動

車ユーザーに対する交通安全思想の啓発という観点で非常に重要であると考えております。

一方で、ご指摘のように、歩行者とか自転車等利用者による法令違反を主な要因とする交

通事故も一定数見られますので、こういった場面で「交通弱者」という表現を使うのは適

切ではないとは考えております。したがいまして、使用する場面に応じてこういった言葉
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を使い分けることが重要であると考えておりまして、報告書の中でもそのように意識をし

て書いてございます。 

 続いて、５ページ目をおめくりいただきまして、No.19、坪田委員からのご意見でござ

います。こちらも交通弱者に関するものでございます。坪田委員からは、「交通弱者」と

いう言葉の捉え方は個人差がある。確かに危険な歩行をする人もいるが、一たび事故にな

れば、全く車体に保護されていない歩行者には当然弱者性がある。車を運転する立場とし

てはそこはしっかりと頭の中に入れておくべきではないかというご意見を頂きました。先

ほど申し上げましたとおり、「交通弱者」という表現は使用する場面に応じて使い分けて

いくことが重要であると考えているところでございます。 

 続いて、６ページ目をおめくりいただきまして、No.24、中川委員からのご指摘でござ

います。End-to-End AI ベースに関する安全性評価に関するご質問でございました。こう

いったものを従前の保安基準を前提とした認証制度の中に組み込んでいくのか、あるいは

そういったものプラスで上乗せしていくのかというご質問でございました。これに関しま

しては当日も回答申し上げたのですけれども、保安基準に規定されている基準だけでは今

後普及していく高度なレベル２車両についての理解が得られずに普及につながらないおそ

れがあると考えておりまして、AI のほうでどの程度運転を支援するか、整理した上で評

価・公表するということで、安心の上に立った普及拡大につなげていく。したがいまして、

保安基準とは別の形でこういった制度を作るというところをご回答申し上げさせていただ

いたところでございます。 

 ７ページ目でございまして、No.29、岩貞委員からのご意見でございます。数値目標と

して子供の事故削減目標を入れることは難しいかというご質問でございました。これに関

しましては、政府計画の１２次交通安全基本計画におきまして状態別とか年齢層別のサブ

目標といったものが設定されていない状況も踏まえまして、ただ、一方ではやはり子供の

事故削減は非常に重要であると考えておりますので、将来的にそういった目標を設定する

ということを念頭に置きまして、子供の交通事故のまず実態の詳細分析を行うという方向

でいかがかなと考えております。報告書のほうにもそのような形での取組を記載させてい

ただいております。 

 ほかのご意見・ご質問に関しましては報告書のほうでご説明をさせていただきたいと思

っております。 

 資料３の説明は以上となります。 
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【須田委員長】 ご説明ありがとうございました。報告書の中に具体的に説明が必要なと

ころについてのご説明を頂きました。 

 いかがでしょうか。ご意見がございましたらお願いいたします。ここのお三方のご発言

のところでの話でございましたけれども、何かご意見はございますか。 

【岩貞委員】 ありがとうございます。交通弱者に関しては全くそのとおりだと思ってお

りますので、読んでいる方がその場その場で誤解なく受け止められるように使い分けをお

願いできればと思います。 

【坪田委員】 私も同じでございまして、「弱者」という言葉が変に独り歩きをすること

を心配いたしましたので、文脈で使い分けていただければ大変よろしいと思いました。あ

りがとうございます。 

【中川委員】 私からさせていただいた End-to-End AI ベースに関する安全性評価につ

いて、これまでの保安基準の中でこの視点を組み込むのか、それともそれとは別にまたプ

ラスして上乗せをしていくのかという質問に関して明確にお答えいただきまして、どうも

ありがとうございました。 

【須田委員長】 どうもありがとうございました。 

 ほかに何かご発言はございますか。―よろしいですか。 

 

（２）技術安全ワーキンググループ報告書（案）について 

 

【須田委員長】 それでは、早速本題でございます。議題の（２）ということで「技術安

全 WG グループ報告書（案）について」の議論に入りたいと思います。 

 まずは事務局、資料４と資料５についてご説明をお願いいたします。 

【松坂車両安全対策調整官】 車両基準・国際課の松坂でございます。 

 まず資料４に沿ってご説明をさせていただきます。 

 今、投影させていただいております１枚目の資料でございます。こちらは今回初めてお

見せする資料となっております。これまでは２ページ目にまとめましたこういった概要を

使っていたのですけれども、やはりもう少し今回の報告書のポイントとか、どういう考え

方でこれを取りまとめたのか、そういったストーリーが分かるようにという視点で新たに

作った資料となっております。 

 中身をご説明させていただきますと、まず上の箱のところに書いてありますけれども、
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これまで車両安全対策を含む道路交通安全対策によって交通事故は着実に減少してまいり

ました。ただし、近年は横ばいとなっております。さらなる事故削減を含むその他の社会

課題も同時に解決するということに向けて、ここはポイントになりますけれども、先進技

術の活用を中心とする今後の車両安全の在り方を取りまとめるものでございます。これに

よって政府目標の達成を通じまして世界一安全な道路交通の実現に貢献する。さらには究

極的には交通事故のない社会を目指していくということが基本的な考え方になっておりま

す。 

 下にグラフ等を使ってご説明しているのですけれども、まず交通事故は着実に減少して

います。ピーク時約１万７，０００人弱ぐらいだった死者数は今２，５４７人ということ

でピーク時の６分の１以下にはなっているところでございます。 

 少し右に行っていただいて、依然として残る主要な課題というところで、特にここ５年

間ぐらい、近年は横ばいで推移しているところでございまして、残念ながら１１次目標、

２０２５年の交通事故死者数、それから重傷者数の目標は達成することができなかったと

ころでございます。そのような中、１２次目標が今年の３月に策定されておりまして、今

後２０３０年に向けてさらなる取組をしていく必要があるという状況でございます。 

 それから、右側には特に高齢運転者が第１当事者となる交通事故、死亡事故が増加傾向

にございます。それから、こういった交通事故に関するもの以外にも地域における移動手

段の不足とか様々な社会課題がありますし、今後の少子高齢化社会、超高齢化社会という

ところでさらなる課題が出てくるのだろうなというところで考えております。こういう主

要な課題を解決するというところで、今後の車両安全の在り方として下に書いてあるよう

な取組が私は重要だと思っておりまして、注力して取り組んでいきたいということでござ

います。 

 まず左側に書いておりますけれども、こういった死亡事故、今２，５４７人ぐらい残っ

ているこういったものの９６％ぐらいは運転者の違反に起因するものであるところでござ

います。そういう意味では技術の活用によって削減できる余地があると考えております。

これに対しましては、特に AI を活用した高度な運転支援機能が近々市場投入されるとい

うところがございます。こういった車両を正しく使えば事故削減の効果にもつながります

し、もちろん運転支援ということで快適性の向上とかそういったところもありますけれど

も、事故削減にもつながっていくということで、こういったものの安全性をしっかりと評

価して公表して、それによって自動車ユーザーさんのほうでより安全な車両を購入できる
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という環境整備をするということを目的にこういった制度を創設することを考えておりま

す。 

 下に書いてありますのは、これによってメーカーにおける開発・普及を促進すると。ま

ずはこういったもの、運転支援機能から始まっていくかと思いますけれども、将来的には

レベル３以上の自動運転車というところでもこういった AI の活用が進んでいくというこ

ともありますので、そういった自動運転が移動手段の不足とかそういった社会課題の解決

にも資するような自動運転車の認知度と社会受容性を高めると、そういったところにもつ

ながっていくものであると考えております。 

 それから、特徴的な２点目といたしまして、死亡事故の３４％は高齢運転者が第１当事

者であるというところでございます。これについては、これまで安全運転サポート車、い

わゆるサポカーという形で推進をこれまでしてまいりました。今は衝突被害軽減ブレーキ

とか、ペダル踏み間違い時の加速を抑制する装置とか、そういったものが対象装置になっ

ておりますけれども、こういった装置もここ１０年で高度化もしてきておりますし、さら

には、高齢者の事故削減に資するようなほかの新たな装置も技術開発が進んできておりま

すので、そういったものを新たに追加すると。それによって一層の啓発を進めていくこと

ができるのではないかということで、これも１つの柱として捉えております。 

 ３つ目の柱といたしまして、依然として次代を担う子供の痛ましい事故が発生している

と。 

 ４つ目でございますけれども、死者数の４９％は交通弱者であるというところでござい

ます。これまで自動車技術の高度化によって子供の事故とか交通弱者の事故は減ってはき

ているのですけれども、今後はやはり自動車の単体の技術だけでは削減がより難しくなっ

てくると考えておりまして、そういった自動車技術単体では削減できない部分につきまし

ては、先読み運転とか通信技術とも連携いたしました運転支援技術の開発促進に取り組ん

でいくことが重要であると考えております。 

 このほか柱といたしましては、致死率の高い大型車と二輪車、それから今後増加が見込

まれる小型モビリティ、さらには、こういった先進安全技術は正しく使われないと効果が

出ないところがございますので、ユーザーへの正しい情報の伝達に係る取組、それから使

用過程車対策等に取り組んでいくと。これらによって交通事故のない社会を目指していく。

そういった考え方で今回報告書を取りまとめたところでございます。 

 ２枚目に行っていただきまして、こちらが概要の案でございます。 
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 まず上には車両安全対策を取り巻く状況ということで、社会の変化と技術の開発・進化、

それと交通事故の概況・特徴ということで書いております。 

 これを踏まえた今後の車両安全対策といたしまして、まず方針でございます。短期・中

期的な視点ということで、死亡・重傷化リスクが高い場面に対してより高度な安全運転支

援技術の開発、実用化、普及、適正利用等を加速していく。それから長期的視点というこ

とで２０３５年頃までに新型車による死亡事故をゼロとすることを目指すと。こういった

視点に関しましては、前回５年前に取りまとめていただいた報告書の中での視点と基本的

には同じ内容を踏襲する形で、今後の車両安全の在り方についても同じ方針の下、取り組

んでいきたいと考えております。 

 次に、目標でございます。こちらも５年前に取りまとめていただいた報告書の目標を維

持する形で、目標年は２０３０年、それから目標値といたしましては、車両安全対策によ

り２０２０年比で３０日以内交通事故死者数を１，２００人削減する。それから重傷者数

を１万１，０００人削減するという目標としております。これをなぜ今回据え置くかとい

うのは後ほどまたご説明をさせていただきたいと思います。 

 それから、体制ということで車両安全対策を推進する基本的な体制といたしましては、

まず ASV と自動車アセスメントと基準の３施策を連携していくと。それから事故実態、

PDCA を回しながら車両安全対策を検討していくわけですけれども、まず事故の分析と

か把握に関しましては、EDR データ等のミクロデータなんかも今後使いながら検討して

いくところでございます。３つ目といたしまして国際基準調和活動の推進、こういったこ

とを基本的な体制といたしまして、重点項目として次に書いてあるような取組を進めてま

いりたいと考えております。 

 まず１つ大きな技術の柱といたしまして自動運転と高度な運転支援技術でございます。

２つ目が高齢運転者、それから乗員の保護でございます。次の柱は子供でございまして、

それから歩行者・自転車等利用者、それから致死率の高いような大型車と二輪車、それか

ら今後増えていくと思われる小型モビリティ、さらには分野横断的あるいはソフト面的な

対策も含めた柱を重点項目としているところでございます。 

 ３枚目に、以降はそれらの対策の例ということで、報告書の中にあるものの概要をまと

めたものでございます。詳細につきましてはこの後報告書の資料５のほうでご説明をさせ

ていただきたいと思っております。 

 最後のページをおめくりいただきまして、１０枚目でございます。こちらに政府の１２
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次交通安全基本計画との関係をお示ししたものでございます。左側に１２次計画を書いて

ございます。こちらは今年の３月に決定をされております。 

 対象は交通安全対策全般ということで、道路以外も含めてですけれども、道路に関しま

しては「人」「道」「車」の３つの要素でございます。 

 計画年度としては２０３０年度でございます。 

 数値目標としては２０３０年までに２４時間死者数を１，９００人以下、３０日以内死

者数でいうと２，３００人以下、重傷者数は２万人以下というところでございます。 

 対策の方向性として次のような視点が書いてあります。まず高齢者、これは高齢者を守

るという観点と交通事故を起こさないという高齢運転者対策という２つの観点がございま

す。それから子供と歩行者、自転車、６番目には小型モビリティ、８番目に先進技術の活

用、それから対策の柱として４番目には車両の安全性の確保が載せられているところでご

ざいます。 

 これを踏まえまして今回この WG で取りまとめていただく報告書といたしましては、

まず数値目標に関しましては先ほど申し上げました５年前の報告書の数値目標を維持する

ところでございます。これの理由でございますけれども、もう一回左側の政府計画のとこ

ろに戻っていただいて、※印で２０２０年比でどれだけの削減になるかということをある

意味言い換えたものになっていますけれども、政府目標といたしましては２０２０年比で

いうと、３０日以内死者数を１，１１６人以上削減していくという目標で、重傷者数につ

きましては２０２０年比で７，７７５人以上削減すると、このように言い換えられるわけ

でございます。それに対しまして５年前にこの WG で取りまとめていただいた報告書で

は、３０日以内死者数につきましては２０２０年比で１，２００人削減する。重傷者数に

ついては１万１，０００人削減するということで、この車両安全対策の目標を推進するこ

とによって政府の２０３０年目標の達成にも貢献できると。そういった考え方から今回５

年前の目標を維持することとさせていただいているところでございます。 

 それから、視点でございますけれども、短期・中期的視点、それから長期的な視点、こ

れについては先ほどご説明させていただいたとおりでございます。 

 対策の柱につきましては、政府の計画の視点も参考にしつつ、先進技術、それから高齢

運転者に事故を起こさせない。それから守るという観点、それと子供と歩行者、自転車、

さらには大型車とか二輪車とか小型モビリティ、それからその他分野横断的に関係省庁と

連携するような施策も含めたものを柱として設定させていただいているところでございま
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す。 

 まず資料４のご説明は以上でございまして、続いて資料５のご説明をさせていただきた

いと思います。 

 資料５でございますけれども、メインのところは第３章以降の今後の車両安全対策の方

向性でございます。 

 まず「はじめに」というところで、１ページ目、今回の WG の取りまとめを行うに当

たっての基本的な考え方、経緯をご説明しているところでございます。 

 ２ページ目から車両安全対策を取り巻く状況ということで、まずは社会の変化というと

ころで人口減少と少子高齢化の状況をご説明したところになってございます。 

 ４ページ目に行っていただきます。公共交通と物流を取り巻く状況の変化ということで、

ドライバー不足あるいは地方の移動手段の不足、そういった問題、それから物流の問題も、

もともとは２０２４年問題というところがありましたけれども、やはりまだ一部輸送量が

足りていない状況が残っている。そういった状況をご説明しております。 

 ６ページ目で外国人運転者の増加ということで事故も増加しているという状況をご説明

しております。 

 同じ６ページ目の４ポツで多様なモビリティ・モビリティサービスの創出ということで、

昨今の電動化とか自動運転技術とか、そういったものの発展に伴ってあらゆる多様なモビ

リティが生まれてきているところでございます。 

 それから、国際情勢の不確実性の高まりということで、７ページ目でございます。地政

学的なリスクの高まりとか、そういったものであらゆるコストが上昇する。そういったも

のが自動車産業のコスト構造にも影響してきているというところをご説明しているところ

でございます。 

 ８ページ目からは技術の開発・進化ということで、１つ目には DX の進展というところ

で、ソフトウェア、デファインド・ビークル（SDV）や、あとは自動運転の E2E をはじ

めとする技術開発の状況、それから ITS、V2Xを活用した技術の進展の状況をご説明して

おります。 

 １０ページ目で GX の加速ということで、引き続き電動化は進んでいっているところで、

電動化の技術といたしましてバッテリー関係の技術の開発も進んでいるところを説明して

おります。 

 １１ページ目でその他車両安全技術の向上ということで、いろいろな ASV と言われる
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ような技術を導入されておりまして、普及も進んできている状況にございます。 

 １３ページ目に行っていただいて国際基準調和の推進ということで、自動車の国際基準

を議論する唯一の場である国連の自動車基準調和世界フォーラム（WP.29）における取組

の重要性をここで記載しているところでございます。 

 １４ページ目に行っていただいて、ここから交通事故の状況ということで、まず概況の

ご説明でございます。長期的に減少はしているところであると。 

 １５ページ目に行っていただくと、救急救助の分野です。こちらのデータもお示ししつ

つ、１６ページ目には交通事故が引き起こす経済的な損失のデータをお示ししております。 

 １７ページ目には諸外国との比較でございます。この１２次政府計画を達成すれば世界

で一番安全な道路交通だと言えるという水準になるということもお示ししたものになって

おります。 

 同じ１７ページ目で、ここから状態別の事故の特徴についてご説明したものになってお

ります。 

 １８ページ目にグラフを使いながら、状態別の交通事故、死亡・重傷者数としてどこが

特に多いのか。特に歩行中、自転車乗車中、それから自動車乗車中、こういったところが

多いです。さらには、それの年齢層別、どういった年齢で多いのか。やはり６５歳以上と

いうところが多い。特に歩行中の死亡・重傷者数の事故に６５歳以上が占める割合が非常

に大きいとか、そういったデータを示しているところでございます。 

 １９ページ目からは歩行中の事故の詳細なところをご説明しておりまして、特に夜間が

多いであるとか、どういう交通状況、行動類型とか、そういったところで多いのか。６割

は交差点とか交差点付近で横断中に発生している。そういったデータをお示ししていると

ころでございます。 

 ２０ページ目につきましては、道路形状別、それから法令違反別のデータをお示しして

いるところでございます。 

 ２１ページ目には国際的な比較でございまして、特に日本はこういった交通弱者の事故

が多いところをご説明しております。 

 同じ２１ページ目で自転車乗車中ということで、こちらも特に死亡事故の件数としては

出会い頭が多いのですけれども、致死率、死亡事故率、死亡につながる確率が高いのは後

ろから追突される、後突されるという事象が多い。そういったものをご説明しております。 

 ２２ページ目で二輪車乗車中のデータでございます。こちらは比較的若年層の事故が多
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いというところ、それから車両単独事故が多い。そういったデータを示しております。 

 さらに、（５）ということで、携帯電話等を使用しての死亡・重傷事故が近年増加傾向

にあります。これも特に若年層で影響が顕著であるところでございます。 

 ２３ページ目で飲酒運転による死亡事故の特徴ということで、長期的にはかなり減少は

してきているのですけれども、やはり一定数死亡事故に関してはまだ１００超の死亡事故

があるというところで、かつ死亡につながるいわゆる死亡事故率は飲酒なしに比べてかな

り高いというデータになっております。 

 ２４ページ目に行っていただいて逆走による事故の特徴ということで、逆走事故自体は

５０件ぐらい発生しているのですけれども、やはり正面衝突とか、そういった事故になれ

ば重大なものになる。そういう事故類型となっております。そういったデータをお示しし

ております。 

 さらに、（８）ということで新型車による死亡事故等の特徴ということで、新型車ほど

やはり安全装置が充実してきておりますので死亡・重傷率も実際に小さいというデータに

なっております。 

 ２５ページ目からは年齢層別の特徴ということで、やはり６５歳以上の高齢者が占める

割合が全体の６割を占めているということでかなり高い状態にございます。 

 ２６ページ目に行っていただいて、特に負傷、軽傷というところではそれほど６５歳以

上の割合は多くはないのですけれども、死亡・重傷となるにつれてやはりこういった６５

歳以上の割合が高くなっていくという特徴がございます。 

 ２７ページ目には国際的な比較もお示しをしているところでございます。 

 ２８ページ目には子供の死亡事故等の特徴ということで、特に未就学児、小学校の中で

も低学年と高学年とかで特徴的な事故類型が異なっていく。そういった特徴がございます。 

 さらに、チャイルドシートでございますけれども、使用していなかったときの致死率は

やはり高いとなってございます。 

 ２９ページ目に行っていただきまして、通行の目的、下校中とか時間帯はどうしてもや

はり夕方の事故が多い。 

 あとは、下のほうに行っていただくと、やはり子供側、小学生側に法令違反が認められ

る事故も一定数あるところでございます。 

 ３０ページ目に行っていただいて、高齢者が第１当事者となる死亡事故の特徴というこ

とで、やはり６５歳以上が第１当事者になる割合が約３割を占めております。 
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 さらに、法令違反別に見たときですけれども、安全運転義務違反が半分以上を占めてい

るところでございます。 

 そのほか、免許人口当たりの死亡事故件数を見ましてもやはり高齢者の割合は高いとい

うところです。 

 ３１ページ目に行っていただくと、特に高齢運転者の死亡事故の類型として７５歳以上

と７５歳未満での特徴的なところといたしまして、やはりハンドル操作の不適とか、そう

いったところに特徴があるのかなと思っております。 

 それから、ペダル踏み間違いにつきましては、若年層も一定数あるのですけれども、高

齢運転者の場合は駐車場とか、かつ直進時が多い。これも年齢層によって発生しやすい場

面に違いがあるといった特徴がございます。 

 ３２ページ目で車種別の特徴ということで、大型トラック、それから二輪車につきまし

て、事故件数自体は多くはなくても死亡事故に至る割合が高い。そういった状況にありま

す。 

 それから、事業用自動車でございます。こちらは事業用自動車総合安全プラン、こうい

った運行管理面での取組と併せて車両安全対策を推進しているところでございますけれど

も、それぞれのバス、乗合と貸切り、それからタクシーとトラックでそれぞれ特徴が違っ

ているところでございます。 

 ３４ページ目で乗合バスと貸切りバスの特徴的な事故を示しておりまして、乗合バスは

車内事故が多い。貸切りバスでは追突されるものが多い。そういった状況がございます。 

 その後、タクシーでございますけれども、３５ページ目にグラフがありますけれども、

一定数路上横臥も多いところでございます。 

 事業用トラックにつきましても追突が多いところでございます。 

 ３５ページの一番下の二輪車でございます。こちらは事故件数としては車両相互が多い

のですけれども、死亡事故につながるものとしては車両単独が多い。そういった特殊がご

ざいます。 

 ３７ページ目に行っていただくと、ヘルメットの着用率は高いのですけれども、プロテ

クターにつきましては着用率が低い。そういった状況にあるところでございます。それか

ら小型モビリティというところで、電動キックボードと特定小型原付とか、あとは、原付

に分類されますけれども、ペダルつきの電動バイクとか、こういった新しいモビリティも

出てきておりまして、事故の件数も一定数出てきているところでございます。 
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 それからミニカー、これはいわゆる公道走行カートも含むものでございますけれども、

仮に事故に至った場合、致死率は自転車と同程度であるところでございます。 

 ３９ページ目からは受傷部位の特徴ということで、まずは歩行中、自転車につきまして

は頭顔部、それから脚部、こういったところの受傷が多いということでございます。 

 ４０ページ目に行っていただくと、自動車乗車中でございます。こちらにつきましては

胸部、それから重傷を見ると頸部が多いところでございます。 

 （３）が二輪車ということで、二輪車につきましても頭顔部と胸部、それから重傷に関

しましては脚部とか、そういったところが多い状況でございます。 

 以上が車両安全対策を取り巻く状況でございまして、その後、第２章でこれまでの車両

安全対策の実施状況をご説明しております。 

 ４２ページ目にはこれまで車両安全対策の推進体制ということで、PDCA サイクルを

回しながら対策を進めてきているところです。 

 ４３ページ目には、我々のほうで持っております施策のツールとしての ASV とアセス

メントと安全基準であると。こういったものをそれぞれの技術の普及状況も踏まえながら

適切なタイミングで適切な施策をしていく。そういった対策を進めてまいりましたという

ご説明でございます。 

 ４４ページ目には、それぞれの施策ツールごとにどういうことをやってきたのかという

ご説明でございます。 

 まず安全基準の拡充・強化に関しましては、前回取りまとめていただいた２０２０年度

以降、こういった AEBS（衝突被害軽減ブレーキ）とか、ペダル踏み間違い時加速抑制装

置とか、そういった取組も国際基準も含めてやってきたところでございます。 

 ASV に関しましては、ドライバーモニタリングに関する基本設計書を策定するとか、

加えて、特に事業用自動車につきましては、ASV 技術を普及促進していくため、かつ使

用過程車から代替を促進していく観点で補助金とか税制上の特例措置によるインセンティ

ブの対策を取ってきたところでございます。 

 自動車アセスメントにつきましても、衝突安全、それから予防安全、そういったもの等

を統合した考え方で評価をしているところでございまして、近年では自車の保護性能だけ

を考えるのではなくて、相手車への加害性も評価するという移動式変形バリア（MPDB）

と言われるような新たな評価試験法も導入したい。そういった取組を進めてきたところで

ございます。 
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 医工連携につきましては、D-call NET 搭載車の交通事故の調査を行うということで、

死亡・重傷確率推定といったものを行いながら、分析結果につきましては推定のアルゴリ

ズムの精度向上等の検討に活用されていると承知をしております。 

 自動運転につきましては、やはり運転者の違反に起因する事故が多いということで非常

に期待が高くなっている技術であると考えておりまして、もともとレベル４の自動運転に

つきましては制度上走行できるようになっております。我々のほうでどのような水準で社

会的に受け入れられるような自動運転車の安全水準を明確化するために自動運転車の安全

確保に関するガイドラインを策定・改正してきているところでございます。加えまして国

際的な基準調和ということで、WP.29 におきましてまさに６月の合意を目指して高度な

自動運転車の国際基準の議論が進められているところでございます。 

 加えて、安全な自動運転車の普及という観点で、補助制度も活用しながら、かつ今年１

月には２０３０年度に自動運転サービス車両数を１万台とするような新たな目標を設定し

まして現在取組を一層強化しているところでございます。 

 ５０ページ目に行っていただいて高齢運転者の事故防止というところで、これまでサポ

カーというコンセプトの下、ペダル踏み間違い時加速抑制装置と衝突被害軽減ブレーキ、

こういったものを中心にしながら対策を進めてきておりまして、こういったものの新車へ

の搭載率がほぼ１００％に達している。かつ国際的にもこういった基準改正、基準の強化

をやってきております。直近ではペダル踏み間違い時加速抑制装置といったものをまさに

廣瀬委員に主導していただくような形で国際基準を策定してきたところでございます。 

 ５１ページ目にその他の施策ということで、小型のモビリティの利用実証が進められて

いるところでございまして、特定小型原付につきましては保安基準を整備するとか、かつ、

こういったものは車検があるわけではないので、とはいいながら、やはり消費者としても

安全な車両を選択利用できるようにという観点で車両の基準適合性を確認する制度を創設

しておりまして、かつ保安基準に適合しない不適合品の流通防止を図るために、市場抜き

取りを通じた車両の性能確認、いわゆる市場サーベイランスもやってきているところでご

ざいます。 

 ５２ページ目に行っていただいて、車両安全対策による削減目標の達成状況ということ

で、２０２１年、５年前の報告書で示された２０３０年目標に向けてこの中間年において

どの程度達成しているかというところでございますけれども、５３ページ目に書いており

ますが、車両安全対策によって２０２４年という中間年におきましては３０日以内交通事
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故死者数が２５４人削減、目標としては１，２００人のところを２５４人現在削減できて

いる。重傷者数につきましては１，０１８人削減、目標としては１万１，０００人のとこ

ろでございますけれども、１，０１８人が削減されているという評価になってございます。

そういう意味で今回の目標を据え置くということで、さらなる取組が必要であると考えて

いるところでございます。 

 以上がこれまでやってきた国交省の取組のご紹介でございまして、次からが今回のポイ

ントとなります今後の方向性でございます。 

 まず５４ページ目に１２次計画のご紹介をしております。 

 それから、今後の車両安全の考え方というところで、前回の WG の中でも、国交省の

ほうとしての考え方といたしまして、今のデジタル技術を活用した車両安全の水準とか、

では、世界最高水準の安全をどう実現していくのか。これまでは衝突安全から始まって予

防安全、さらにはそれを発展する形で今後 AI と自動運転に取り組むということで、それ

がどのように交通事故の削減につながっていくのかということを記載すべきというご意見

を頂きました。それを踏まえまして、これまでの車両安全対策を含め、道路交通安全対策

によって交通事故はやはり改善してきていると。国際的にもかなり高水準の道路交通安全

が確保されているということは言えるかなと考えております。 

 ただ、一方で、さらには、交通事故ゼロに向けてはまだまだ対策が必要であるというと

ころで、特に今回この報告書の中で取り上げておりますのは先進技術の導入を強化してい

くところでございます。交通事故の発生原因の多くを占める運転者のヒューマンエラーに

注力をしていくということで、これまでは衝突安全、それから予防安全を講じてきたとこ

ろですけれども、AI の開発が急速に進んでおりまして、こういった技術について大前提

としてそういった技術のリスクを把握して安全性を確保するというところでありますけれ

ども、正しく使えば交通事故の削減につながるであろうと考えておりますので、社会受容

性を向上させつつ社会実証を進めると。かつ性能の過信、誤解を招くことなく適正に利用

される仕組みづくりを検討する。これを基本的な考え方として今回記載をさせていただい

ております。 

 それから、２０２１年報告書に書いております短期・中期的なアプローチと長期的なア

プローチを踏襲する形で設定をしております。 

 こういった考え方に基づいて、５５ページ目の下のほうに今後の重点項目の設定という

ところで、５６ページ目に書いておりますような７つの重点項目を設定しているという考
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え方でございます。 

 その後に削減目標ということで５年前の目標を据え置く形にしてございます。 

 ５７ページ目に行っていただきまして、まずは重点項目の１つである自動運転、それか

ら高度な運転支援技術の開発・普及促進でございます。ここに関しましては前回多くのご

意見を頂いたところでございます。まず自動運転に関しましては、当然事前の安全確保は

大事ですけれども、事故が起こった後、その原因を速やかに究明する。再発防止策を講じ

る。こういったことが重要であるというご意見を頂きました。さらには、自動運転車に関

しましては、自動運転のシステムと車両の製造・開発を行う主体が異なるケースが多いと

いうところがございまして、そういった場面でもユーザー保護の観点からメーカーのほう

で一元的に責任を取る、そういった体制を構築すべきだというご意見も頂いたところでご

ざいます。 

 それから、特に E2E AI に関しましては事前に安全性を評価することにも限界があるだ

ろうと。そういう意味で事後の確認も重要である。さらには、もともと自動運転車のコン

セプトはヒューマンファクターを排除して事故ゼロを目指すもの。ただ、一方で、E2E

は人に近い判断で複雑な環境下でも自動運転できるようにするというコンセプトなので、

これでは結局事故は防げないのではないか、この辺りの説明性を持たせるべきというご意

見を頂いたところでございます。 

 これらに関しまして自動運転車の安全確保のところで書いておりますのは、まず有能で

注意深い人間ドライバーと同等以上の安全性であることを基本要件とするということでご

ざいます。これによって、確かに E2E の場合、人に近い判断でということでありますけ

れども、その人というのも C&C ドライバー、こういった一定以上の安全性が確保される

であろうと考えております。それから、市場投入後の自動運転機能等の作動状況、不具合

等に関する情報収集、分析・改善、こういった市場投入後の対策も重要であると。それか

ら E2E1 AI に関しましては、従来のルールベースの制御方法とか、新たな技術である

VLA モデル等の組合せとか、そういったことによって自動運転車の安全性、それから車

両の挙動の根拠に係る説明可能性を高める開発を進めるということが重要であると考えて

おります。 

 それから、本日ご欠席の河合委員から具体的なコメントを頂戴しておりまして、それを

少しご紹介させていただきたいと思います。５７ページの自動運転車の安全確保に関して、

まさに今申し上げた AI に説明可能性を求めるということにつきましては、今現在も最先
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端の研究者によって研究が行われているが、大変困難であると認識している。特に車両認

証時に AI が取る車両挙動等を状況に応じて事前に説明可能とすることは E2E の原理的に

簡単ではないと考えられる。一方、事故等が生じた後に AI がどのように判断してそのよ

うな行動を取ったのかを可視化し、記録することについては、既にそのような技術を搭載

した E2E AI も存在し、事故の原因解明には有用と思われる。事前に自動運転車の安全性

をできる限り確認するために、新たな技術に適した審査手法を取り入れた上で、市場投入

後に事前には想定しなかった事象や防止できなかった事故等が発生した場合には、その原

因を明らかにし、速やかに改善、その後の自動運転車の開発に生かし、再発を防止する事

後のフィードバックループが重要となると。こういったご意見を頂いております。 

 そのご意見を踏まえて、今、読みましたところの最後、５７ページ目の下の５行、「事

故等が生じた後に」というところで事後のフィードバックループを確保できる制度を検討

する必要があるというところを盛り込ませていただいたところでございます。 

 ５８ページ目には、まずユーザー保護の観点から、システムと車両の開発が異なる場合

であっても自動車メーカーが一元的に対応すべきという考え方を入れております。 

 それから、認証・審査体制の構築・強化というところで、先ほどの自動運転車の安全確

保で、中でも C&C ドライバーとか、シナリオベースとか、組織の評価といったものがあ

るのですが、そういったものと内部統制評価とか、量産車適合性監視とか、そういった新

たな認証の仕組みについても別途検討していくというところを盛り込んでいるところでご

ざいます。 

 それから、やはり自動運転車の交通事故に関する原因究明、再発防止に向けた取組の推

進というところで、ここはやはり今後の自動運転の普及促進に当たっては非常に重要なポ

イントであると考えております。 

 ここも河合委員からコメントを頂いているところでございます。少し読ませていただき

ますと、不幸にして自動運転車の事故等が発生した場合、一般的な交通事故と同様、その

事故状況の把握には複雑な状況、要因等を明らかにする必要があるが、自動運転車の場合、

人間運転手が存在しないことに加え、システムが複雑かつその主要部分がブラックボック

スとなる可能性もあり、事故原因の解明には一層の困難が予想される。一方、新たな技術

である自動運転技術投入のためには、特にその導入期において社会に正しく受容されるた

めには、事故等が発生した場合の原因の公表と対策が一刻も早く行われることが肝要であ

る。以上の理由により、従前の人間ドライバーの運転による交通事故の場合と比してより
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円滑かつ迅速に事故原因の解明と対策が行われることが望まれる。こういったご意見を頂

いておりまして、特にこの速やかに事故原因を究明して再発防止に努めるというところを、

特に「速やかな」というところ記載させていただいているところでございます。さらには、

データの活用にも触れるべきであると。特に事故分析に EDR を自由に使えるような環境

づくりが重要ではないかというご意見も頂いております。そういったご意見も踏まえまし

て、事故原因の調査とか再発防止の検討に当たっては、EDR（事故情報計測・記録装置）

とか、自動運行装置に備える作動状態記録装置、こういったもののデータの利活用方法の

検討も進めていくということを記載させていただいております。 

 ５９ページ目に行っていただきまして、高度な安全運転支援技術等による安全確保及び

普及促進というところで、まず運転者の安全運転を支援する技術の普及促進というところ

で、先ほど資料４の１枚目でもご説明しました高度な運転支援機能を有する車両の認定制

度をここに記載させていただいているところでございます。 

 ６０ページ目に行っていただきまして、運転者の安全運転を支援する技術の安全確保で

ございます。この点に関しましては、特に E2E AI、こういった技術が投入されると過信

による事故が起こるであろうと。したがいまして、メーカーの過大広告を防ぐような取組

についても検討すべきというご意見を頂いております。 

 そのご意見も踏まえまして、運転者の安全運転を支援する技術の安全確保の下から８行

目ぐらいのところでございます。この技術につきましては、正しく使うということを前提

にすれば、ヒューマンエラー等に起因する重大事故の防止や軽減に大きく資するものであ

ると考えておりますが、特に実際に携帯電話を使用しての死亡・重傷事故が増えているこ

とも考慮しまして、やはり適切な使用方法というところでユーザーの理解を醸成しつつ、

過信を防止するための効果的な普及啓発とか、あるいはシステム設計の在り方とか、そう

いったことについて官民連携して検討をしていくと。さらに今後加速させていくというと

ころが重要であるかなと考えております。 

 それから、６０ページの一番下にその他先進安全技術の安全確保ということで、６１ペ

ージ目にいろいろな技術についての対策の例を書いているところでございます。 

 まず前回の WG で道路標識注意喚起装置、真ん中より少し下ぐらいに書いております

が、こういった装置の中で逆走対策もできるのではないかとご意見を頂きました。そうい

ったご意見も踏まえまして今後高速道路での逆走防止のための道路標識、こういったイン

フラ側の対策を捉えているところでございますので、そういったものをこの装置の検知対
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象とすると、そういった開発、普及促進を図るべきであると書かせていただいております。 

 さらには、事故自動緊急通報装置といったものの認知度がまだまだ低いというご意見を

頂きましたので、こういったものを向上させるための効果的な訴求方法の検討をしていく

というところも書かせていただいているところでございます。 

 ６３ページ目に行っていただきまして、まず高齢運転者が加害者となる事故を防ぐとい

う観点でございます。これに関しましては、６３ページ目の一番下に逆走防止ということ

で、先ほど申し上げました道路標識注意喚起装置の取組を記載しているところでございま

して、次に、６４ページ目に行っていただきまして、上から３つ目の丸にございます安全

運転サポート車の創設、普及促進ということで、ドライバーモニタリングとか近年の技術

進化を踏まえて対象装置の拡大について検討すべきであるとしてございます。 

 ６５ページに行っていただきまして、高齢運転者を含む自動車乗員が被害者となる事故

の防止・被害軽減というところで、まず前回の WG で特に女性の乗員保護も重要である

といったご意見を頂いております。したがいまして、１つ目に、受傷リスクの高い高齢者

や女性に対応した乗員保護性能の向上というところで女性という観点も付け加えさせてい

ただいたところでございます。 

 ６６ページ目でございます。バーチャルテストの導入の検討ということで、これまでの

衝突試験につきましては特定の試験条件での実施が基本的なところでありましたけれども、

バーチャルテストの導入によって多様な要因を含めて安全性評価をしていくことが可能に

なる、そういう方向性を打ち出すべきというご意見を頂いておりました。それを踏まえて、

さらなる安全性の向上とか、あるいは試験工数の削減とか、そういった合理化という観点

もございますので、そういった目的でバーチャルテストの導入に向けた検討を行うべきと

してございます。 

 ６７ページ目のこどもの安全確保でございまして、まず対策の例の１つ目で、先ほど資

料３のところでご説明をさせていただきましたけれども、将来的に車両安全対策による子

供の交通事故死者数や重傷者数の削減に係る目標を設定すると、こういったことも念頭に

置きまして、車両安全対策で効果的に削減できる事故の類型を特定し、注力すべき車両安

全対策を特定するために事故実態の詳細分析に係る研究を進めることにしてございます。 

 ６８ページ目に行っていただきまして、一番上のチャイルドシートに関する取組でござ

いますが、特定の製品に関しまして、誤使用時、正しく使わなかった場合の危険なものが

あるというところでございまして、そういった誤使用時の危険性についてもしっかりと周



 19

知すべきというご意見を頂きました。それを踏まえて適切な使用方法及び誤使用時の危険

性についてユーザーの理解を醸成していく、そういった取組を記載しているところでござ

います。 

 ６９ページ目から歩行者・自転車等利用者でございまして、７０ページ目に路上横臥に

よる事故の対策を書かせていただいております。前回の WG でセンサーの検知にはやは

り限界があるだろうと。そういう意味で道路インフラとの連携とか、そういった観点も重

要ではないかというご意見を頂きました。そういったものを踏まえましてこういった衝突

被害軽減ブレーキの検知精度の向上を図りつつ、あとは、高機能前照灯と組み合わせてよ

り早く発見するという観点を加えるとともに、長期的にこういった道路インフラ等との

V2X といった技術を使った対策の検討も進めるべきと書かせていただいております。 

 ７０ページ目の最後に事故自動緊急通報装置ということで、交通弱者対応をいつから行

うのかというご質問が前回ありまして、そういったところも踏まえて２０２８年度から交

通弱者対応をしていくということでそういった検討を行うべきであるということを記載さ

せていただきました。 

 ７１ページ目から自転車の安全確保でございまして、７２ページ目でございますが、自

転車等利用者の保護技術の性能向上、普及促進ということで、自転車利用者に対応するよ

うなエアバッグ、こういった衝撃緩和策につきましてご意見を頂いておりまして、まず車

と自転車との衝突、その後の自転車ユーザーと地面との衝突、こういった二次被害による

頭顔部の損傷リスクも考慮しつつ、ヘルメットとかそういったものの普及促進にも力を入

れていくべきではないかというご意見を頂いておりました。 

 また、７２ページ目では、まずそういった二次衝突も考慮して、実施後での効果を慎重

に見極めながら性能向上を図るべきであるとしております。かつヘルメットとかそういっ

た普及啓発についてはまた後ほど後ろのほうでご説明をしたいと思っております。 

 ７３ページ目に大型車・二輪車がございまして、まず前回の WG でトラックの技術と

して新しいもの、特に道路との連携とか、そういったものを打ち出せないかというご意見

を頂きました。そういったものも踏まえまして、今回新しい要素といたしましてドライバ

ーモニタリング、こういったものにつきましては、やはり運転者の注意力の低下に起因す

る事故が非常に多いというところで、こういったものの未然防止に大きな効果があると考

えております。したがいまして、こういったものが実効性がある形でちゃんと使われるよ

うに精度を向上させていきつつ社会的受容性の向上を図ると。これによって普及を促進し
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ていくべきであるという考え方を示しております。 

 その次の通信技術と連携した運転支援技術の開発促進ということで、少し長期的な観点

になってしまうかもしれませんけれども、技術開発促進と実装開始に向けた施策の検討を

行うべきであるとしてございます。 

 ７５ページ目、最後に二輪車用先進運転支援技術（ARAS）の普及促進を書かせていた

だいております。自工会さんからのプレゼンにもありましたとおり、二輪車につきまして

は運転者の操作に介入するシステムは転倒のリスクが高くなる。かえって危険であるとい

うご意見も頂きました。かつ前回の WG ではレース車両との違いのご説明も頂きました

し、そういったものが特に四輪車の場合でありますと、レースの技術が市販車に転用され

ているという側面もございますので、まずはこういった運転者に対して注意喚起を行うと

いう技術が中心ではありますが、二輪車のメーカー、部品メーカー、関係事業者との連携

によって、そういったレース車両用の技術の市販車への転用も含む技術開発とか、コスト

削減に向けた取組とか、そういったものを検討すべきであるということにしてございます。 

 ７６ページ目には小型モビリティの安全確保ということで、特定小型原付等の安全確保

につきましては、事故実態とか最新の技術水準などを踏まえて安全基準を引き続き見直し

ていく、そういった取組を書かせていただいているところでございます。 

 ７８ページ目から車両安全対策の推進体制というところで、７９ページ目に自動車アセ

スメントの更なる拡充のところで、前回の WG では、個別の技術単位ではなくてシナリ

オ単位で評価していく、そういうことによって新しい技術にチャレンジしたメーカーが評

価されるような仕組みづくりをすべきであるとご意見を頂いております。それを踏まえて

アセスメントの真ん中ぐらいに、技術単位ではなくて想定される事故シナリオ単位での評

価に切り替えていくことも併せて検討していくということを書くとともに、先ほどバーチ

ャルテストの話がございましたけれども、そういったバーチャルテストの導入に向けた体

制とか評価方法等の課題に対する検討も行っていくとしてございます。 

 同じ７９ページ目の最後に事故分析等における車両データの活用策の検討ということで、

データの活用、ミクロデータの活用も記載しているところでございます。 

 ８０ページ目に書いてありますが、EDR データ等のミクロデータの取得体制について、

個人情報保護等の課題にも配慮しつつ、また、関係省庁、関係機関とも連携しつつ構築に

向けた検討を行うと。得られたミクロデータを活用した車両安全対策の検討を行う。かつ

ミクロデータというところには、事業用自動車に関しましては事故調査委員会の調査デー
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タとか、自動運転車に関しましては作動状態記録装置、そういったデータも活用すること

を検討すべきであるとしてございます。 

 ８１ページ目にその他分野横断的な車両安全対策の推進というところで、まずは外国人

運転者を含むあらゆる自動車ユーザーに対して行うべきものであるというところをまず記

載をしております。それから、前回も多くの意見がありましたけれども、エンドユーザー

に正しい情報を伝えるところがやはり最も重要であると。かつ安全技術をどう使うかにつ

いてしっかりした情報提供を行うべきであると、そういったご意見を頂いておりますので、

車両安全技術を利用してもらうために正しい情報をしっかりと伝えると。それに当たって

の効果的な訴求方法を考えていく。それから、誤使用による危険性を低減するために適切

な使用方法についてユーザーの理解を醸成していく。それから、過信防止のための効果的

な普及啓発方法とか、車両安全技術の設計の在り方について官民連携して検討を加速して

いくということにしてございます。 

 最後に交通安全思想の徹底を図るべきとしてございますが、先ほど申し上げましたヘル

メットの利用とか、前回の WG ではヘルメットの購入支援といった追加対策も必要では

ないかというご意見を頂いておりましたけれども、なかなかこういった方向性、購入支援

のことをストレートには書きづらいということでありますし、ヘルメットについて、縦割

り的なところではありますが、なかなか国交省のほうでは措置しづらいということもあり

まして、まずは関係省庁と連携して交通安全思想の徹底を図ると。ヘルメットの利用も含

めてやっていくというところで取り組んでまいりたいと考えております。 

 同じ８１ページ目の使用過程車の対策というところで、使用過程時における安全運転支

援装置の機能維持の推進というところに、前回 WG では自動車整備士の確保・育成が重

要ではないかといったご意見を頂いております。それを踏まえて８２ページ目の上のほう

に、自動車整備人材の確保・育成が必要不可欠であると。こういった課題に対応すべく、

自動車整備業のイメージアップ、自動車整備士の認知向上、整備を体験する機会の提供、

自動車整備士の処遇改善、外国人材のさらなる受入れ環境整備、こういった取組を検討す

べきであるとしてございます。 

 ８４ページ目、飲酒運転対策というところで、こちらも複数ご意見を頂いておりました。

特に大手ではなくて中小事業者の対策をどう進めていくのか。アルコール・インターロッ

ク装置というのがございますが、古い車に対してはどうやって取り組んでいくのか。それ

から、飲酒運転については幅広い技術を考慮すべきである。それから、事後の制裁だけで
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はなくて抑止の観点でも検討していくべきであるというご意見を頂いておりました。 

 それを踏まえまして、報告書の中では当然人対策もやっておりまして、大きな効果がこ

れまで出ていると思っておりますが、依然としてそういった交通事故は後を絶たないとい

うことを踏まえまして、車両側での保護対策も重要であるとは考えているところでござい

ます。 

 アルコール・インターロックにつきましては、今、事業用自動車を対象に、これは中小

事業者も含む形ですが、かつ後づけ装置も含めて導入支援を行っているところでございま

す。今後これをさらに別の使い方をする、もしそういった検討をするに当たっては政府全

体で連携していく必要があるのかなと考えております。この技術単体では、例えばこれを

全ての自動車に装着を義務づけるとなった場合にはコスト負担の問題もありますし、あと

運用面での課題もあります。そういったことも踏まえながら政府全体でどのように効果的

にこれを活用していくかというのは検討すべきであるとしてございます。 

 一方で、今後の飲酒運転対策につきましては、飲酒運転に特化した装置だけでなくて、

通常の運転時においても安全性向上に寄与するような汎用性の高い技術の活用の可能性を

検討すべきと。具体的にはドライバーモニタリングとかそういった技術を考えているとこ

ろでございます。 

 そういった状況を踏まえまして、最後、「このため」の後でございますが、特に中小個

人事業者が所有する事業用自動車とか、あるいは個人が所有する自家用自動車、こういっ

たものの飲酒運転対策につきましては、これを単独の課題として捉えるのではなくて、先

進運転支援技術とか車両安全技術の発展の中で考慮すると。飲酒の運転が疑われる場合に

は注意喚起とか運転支援の制御を行う。そういった総合的なアプローチを検討していくべ

きであるとしているところでございます。 

 最後に、８５ページに「おわりに」というところで結びのメッセージとしております。 

 その他、参考資料ということで中間評価の詳細な計算方法等を添付しているところでご

ざいます。 

 以上で資料５の説明を終わります。 

【須田委員長】 説明ありがとうございました。基本的に前回のご意見の反映も含めてご

説明を頂きましたけれども、何かご意見・ご質問があればお願いしたいと思います。まだ

たっぷり時間がございますので何かございますでしょうか。 

 では、岩貞さん、お願いします。 
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【岩貞委員】 岩貞です。ご説明どうもありがとうございました。 

 特にすごくよくまとめていただいて、子供のこともしっかり入れていただいて、ありが

とうございました。この案から今から変えろという話ではないのですが、すみません、２

点事前にお伝えできなかった意見を見つけてしまいましたのでお願いしたいと思います。 

 まず６５ページの真ん中のところ、対策の例、「受傷リスクの高い高齢者や女性に対応

した」云々というところですが、高齢者は６５歳以上という定義がありますが、女性に定

義があるのかなと思ったのが１点目です。ここの４行の文章には一まとめになっています

が、高齢者と女性においてはけがの傾向とかそういったものが同じなのか違うことなのか

というのがよく分からないなというのがあり、かつ、「女性」とひとくくりにしても、今

日出席しているここに３人並んでいますが、全然体型が違うというのもありまして、どう

いう女性がどうなりやすいのかというのがきっとこのけがの現場にはあると思いますので、

そこを一言「女性」の前に形容詞を書いていただけるとさらにいいのかなと思ったり、同

じように男性でもそういう傾向の方が体型的にはあるというのであれば、ジェンダー的に

書かずに、例えば私の推測ですが、小柄な方だと思うので、最終的には「小柄な体格の人」

と変えていってはどうなのかなと感じました。私はこの文章を多分５年前に読んでいたら

全く違和感はないと思うのですが、最近いろいろとジェンダーに関して言われてきている

ので、今回すごく違和感を持ったのです。なので、ここの書きようを今後ちょっと検討し

ていただければなと思ったのが１点目です。 

 もう１点、今回８２ページのタイヤのところを読んでいて、ご説明いただいて初めて車

輪脱落予兆検知装置というものがあるということを知りました。それと同時に、７４ペー

ジに脱落予兆云々というところがあるのですが、これは整備のほうで、例えば我々はずっ

とこれまでタイヤ交換をしたら１か月もしくは１，０００km 走ったら増し締めしてくだ

さいねと教わってというか、常識的に染みついているのですが、この増し締めというのを

整備のほうで規則として入れてはいただけないものなのかと感じたのが２件目です。 

 以上です。ありがとうございます。 

【松坂車両安全対策調整官】 事務局でございます。 

 まず女性のところでございます。確かにあまりそういったところを考慮せずに書いてし

まったところがありまして、国際的な状況も今国連の WP.29 の中でもこういった多様性

を踏まえた検討は始まってきているところでございますので、どういう議論がなされてい

るかとかももう少し踏まえてどういう表現が適切かというのは考えさせていただきたいな
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と思っております。 

 それから、タイヤのほうでございます。車輪脱落予兆装置につきましては、恐らく昨年

とかそれぐらいからそういった技術ができておりまして、それは後づけも含めてなってい

るところでございまして、現状はそういったものの普及促進について補助金とかで取り組

んでいるところでございます。 

【多田自動車整備課長】 増し締めの件は今パンフレットとかチラシとかでローラー作戦

で周知しているところでございまして、まずしっかり周知することが重要かなと思ってお

ります。規則にするかどうかとかは、その効果も含めて少し整備課のほうで持ち帰り検討

させていただいて、この報告書に限らず課題として検討させていただければと思います。 

【須田委員長】 よろしいでしょうか。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 では、槇先生、お願いします。 

【槇委員】 都市大の槇と申します。 

 大変よくできている資料ですので特にコメント等はないのですが、ちょっとニュアンス

が大丈夫かなというのがありまして、７２ページの自転車等の保護技術に関してフロント

ガラスの記載があるのです。それから７０ページにも歩行者対策に対してのフロントガラ

スの記載があるのですが、フロントガラス自体は衝撃吸収性能が非常によくて、その周囲

にあるピラーなどが硬いのでということなのです。だから、歩行者のほうはそのまま読ん

でいても理解できるのですが、自転車のほうはガラス自体の衝撃吸収性能の向上を図ると

読めてしまうので、ここは理解した上で記載されたほうがいいのではないかというのはあ

ります。歩行者側に合わせるほうが適切かと思います。７２ページの真ん中ぐらいに「ボ

ンネット、フロントガラス等の衝撃吸収性能の向上を図るとともに」とあるのですが、こ

この文言を歩行者側にすると技術的には正しくなろうかと思いますので。 

【松坂車両安全対策調整官】 ご意見ありがとうございます。少し中でも検討させていた

だきます。ありがとうございます。 

【槇委員】 あと、今ざっと見ていて図表に※印があったところがあって、それの注釈は

どこか探したのですがなかったところがあって、今探しているのですが。５３ページの図

２－２－２ですかね。もしどこか記載されていれば結構なのですが、今現時点でこの※印

に関する補足説明がどこにもなかったように思ったので、どこかにあるといいかなと。ど

うもありがとうございます。 
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【松坂車両安全対策調整官】 失礼いたしました。ちょっと抜けております。大変失礼い

たしました。追記いたします。 

【須田委員長】 すみません、今のはどこですか。 

【松坂車両安全対策調整官】 ５３ページ目の表の中で、例えば一番下に「ペダル踏み間

違い時加速抑制装置」と書いてあるのですが、ここに※印がついておりまして。 

【須田委員長】 この注釈はどういう注釈になるのですか。 

【松坂車両安全対策調整官】 これは死者削減数がゼロになっているのですが、そういう

意味で重傷者など事故自体の削減効果はあるのですが、中間評価上は死者の削減数として

はゼロになってしまいましたという注釈になります。 

【須田委員長】 ゼロに対する理由を書いたということですか。分かりました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 では、まずは中川先生のほうから、その次に中野先生。 

【中川委員】 ご説明どうもありがとうございました。私からは大きく３点ございます。 

 １点目は L2＋＋優良認定制度についてです。２点目は、車両製造者とシステム開発者

とが別々の主体である場合についての認証、リコール及びユーザーへの説明責任を車両製

造者に対応を一元化する点についてです。３点目は型式認証ではない個別の認可に関する

問題についてです。 

 まず大きく１点目について、質問２点と意見が２点ございます。 

 まず、１点目の質問でございます。この L2＋＋優良認定制度に認定されることの効力

についてでございます。この制度に認定された場合、これは補助金を出すということにな

るのか、それとも、補助金だけではなくて運転免許の要件を緩和するといったことも想定

されているのかということについて教えてください。 

 質問の２点目についてです。L2＋＋の優良認定制度に相当するような制度は海外には

設けられているのかということです。私の認識といたしましては、海外ではむしろレベル

２については消費者が過信するような対応をしないよう企業に対して政府が求めていくと

いう傾向があるのではないかという認識でおります。そうではなくて、政府がこういった

L2 の市販車を後押ししていくような制度が海外にも同様に設けられている例があるかと

いう点について教えてください。 

 それから、意見の１点目です。L2＋＋の優良認定制度は利用者の過信を加速するので

はないかという懸念を持っております。L2＋＋は、システムでは対応できないような難
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しいエッジケースを人間ドライバーが対応することを前提としていると認識しております。

この人間が対応しなければならない場面については、システムの技術の性能によって異な

ってくるのではないかと思っております。例えば、人間が対応するエッジケースの場面が、

救急車が近づいてきて、そこで自動車が止まってしまって、ごく低速で近くの路肩まで寄

せるというところを人間がやるという場合であれば、安全性を確保できるのかもしれない

と思います。しかしながら、そうではなくて、仮に通常走行している際に人間が即時の対

応を余儀なくされるようなことまでを想定しているということであれば、そういった場面

において、人間ドライバーは、従来型自動車を普通に運転している以上に対応が難しくな

るようなことも想定されるのではないかと思っております。にもかかわらず、人間ドライ

バーが L2＋＋を過信して運転するようなことがあれば、これによる事故が発生するおそ

れが非常に強いのではないかと思っておりまして、この点について非常に懸念しておりま

す。そのため、この制度が人間ドライバーによる過信を加速することにつながってしまう

のではないかという点について、この点をどのように考えていくべきかということについ

て、私はもう少し議論が必要なのではないかと思っております。 

 それから、意見の２点目です。L2＋＋優良認定制度を導入する前提として、L2＋＋で

あっても、メーカーが法的リスクを負う可能性が残っているということについての共通認

識が醸成されているのだろうかという心配です。自動化のレベル分けにおいて、レベル２

の運転主体はドライバーで、レベル４の運転主体はシステムでありますが、このことは法

的責任においても一律に、レベル２はドライバー、レベル４はメーカーと誤解されている

ようなことがないだろうかということについて心配しております。レベル２であったとし

てもメーカーの法的責任が問題となる場面は残っていると思っておりまして、主に２つの

類型が考えられると思っております。１つの類型は、メーカーの説明が不適切ないし不十

分だった場合にドライバーが過信して事故が発生したような場合です。もう１つの類型と

しては、ドライバーの対応が間に合わないようなタイミングでシステムによる不適切な挙

動があって事故が発生したような場合です。これら２つの類型については事故態様次第で

はメーカーにおいても法的責任が残るということがあり得ると考えております。このよう

な点についての共通認識が醸成された上でのこの議論なのだろうかということについては

心配しています。 

次に、大きく２点目について、車両製造者とシステム開発者とが別々の主体である場

合に、認証、リコール及びユーザーへの説明責任を車両製造者に一元化する点についてで
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す。この点、確かに車両にシステムを搭載する以上は、車両製造者自身がシステムについ

ても十分に把握して責任を持って対応するべきであるという点を強調することについて私

は大いに賛成です。 

しかしながら、車両製造者の責任を強調して、その一方でシステム開発者の責任を緩

和していくのであれば、これは安全性確保にはつながらないのではないかと考えています。

といいますのも、システムの内容を一番理解しているのはシステム開発者でありまして、

認可に当たっても、事故・不具合の対応に当たっても、最もシステムを理解している主体

を対象として調査して是正を要求することができるようにするのが最も安全性確保に資す

るのではないかと考えております。 

車両製造者がイニシアチブを取れるような場合であれば、車両製造者に対応を任せる

ことで安全性が確保されるかもしれません。しかしながら、そうではなくてシステム開発

者のほうがイニシアチブを取っているような場面も考えられますし、今後そういった例も

出てくるのではないかと思います。その場合に、車両製造者とシステム開発者の関係性に

よっては、車両製造者が十分にコントロールできないような例も想定されるのではないか

と考えられます。その場合に、国がシステム開発者に対して、直接調査対象とするととも

に、是正を要求できないような制度の立てつけになっていた場合に十分に安全性を確保す

ることができないのではないかという懸念を持っております。 

 最後に、大きく３点目について、型式認証ではない個別の認可についてです。これは先

ほどの２点目とも少し関係します。現在、自動運転車に対する認可については型式認証で

はなくて個別の車両ごとに認可されていると認識しております。この場合、車両の保安基

準違反やそのおそれがあった場合に、製造者を対象としたリコールの制度の流れには乗ら

ずに、使用者に対する行政指導によって是正を図るしかないと理解しております。しかし

ながら、使用者と車両製造者ないしシステム開発者が別々の主体であった場合、使用者が

システムを十分に理解しているとは限らないと思われます。本来であれば、国が車両製造

者やシステム開発者を対象として調査を行って是正を求めるべきところを、国が使用者を

通じて間接的にしか車両製造者やシステム開発者に是正を求めていけないとすれば、これ

は安全確保として十分なのだろうかという懸念を持っております。 

【須田委員長】 幾つかご指摘がありましたけれども、いかがでしょうか。 

【菊池技術・環境政策課審査官】 ご質問ありがとうございます。 

 まず１点目の L2＋＋の優良認定制度に関するご質問についてお答えをさせていただき
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ます。 

 まず１点目、認定されることの効力ということで、認定された車両について補助を出す

ことになるのかとか、運転免許の要件の緩和といったことがあるのかといったご質問だっ

たかと思いますが、これらはまだ検討中の内容でして、ただ、いずれにしても、認定を受

けた車両に対して何らかのさらなる支援策は講じてまいりたいと思っております。 

 ２点目、海外に政府が L2＋＋を後押しするような同様の制度があるのかというご質問

だったかと思いますが、こちらについては現状、特段把握はしておりません。 

 続きまして、３点目ですが、特に L2＋＋の普及によってさらに過信による事故を誘発

するのではないかといったご質問だったかと思いますが、こちらはそのようなご懸念はや

はりあるかと思っておりまして、さらなる普及啓発も一体的にやっていく必要はもちろん

あるかとは思っております。 

 最後に、メーカーとドライバーの責任の所在というところですが、こちらはよくよく検

討が必要かとは思っています。ただ、あくまでもレベル２ではありますので、いつでもド

ライバーのほうでオーバーライドできるような仕組みにはなっておりますし、やはり常に

注意をして運転操作を監視していなければいけないというものにはなるかと思いますので、

基本的にはドライバー責任ということになろうかと思いますが、こちらもよく検討してま

いりたいと思います。 

 １点目については以上になります。 

【堀江審査・リコール課長】 審査・リコール課長の堀江と申します。 

 ２点目の自動運転車のシステムを開発するメーカーと車両を開発するメーカーが異なる

場合ということなのですが、まさにご懸念のとおり、システムのほうがかなり高度化して

きていろいろな調査が難しくなってくるだろうと。そういう中であるからこそ車両側でき

ちんと一元化をして、要は車両に搭載するシステムという形になりますので、車両メーカ

ーとシステムメーカーの間には当然いろいろなものを搭載するに当たっての契約関係がご

ざいますので、そういった契約関係を使ってきちんと車両メーカーがイニシアチブを取れ

るようにしていくべきではないかというのがそもそものコンセプトとなっております。 

 その上で、当然車両メーカーが全て自動運転システムの詳細を分かっているわけではな

いと思いますので、いろいろな事故の情報、それから自動運転側のシステムの中に判断と

かベースとなっているような情報といったものもあると思いますので、そういったものの

情報の収集とかもきちんと車両メーカーとシステムメーカーの契約関係に従ってやってい
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ただくということがまずあります。システムメーカーが例えば多くの自動車メーカーに対

してシステムを納入しているような場合なんかもあると思います。これはもう既に今の現

実でも、サプライヤーがいろいろなメーカーに対して自動車のパーツを供給している状況

もあって、一応不具合情報の調査という観点ではパーツメーカーに対する報告聴取という

ことももう既に車両法の中には規定がされています。ですので、ある自動車で何か起きた

不具合、これがほかのメーカーで使われていて、それが同じようなものがほかのメーカー

でも起きるかどうかということが発生するようなことがあれば、国土交通省としてそのシ

ステム会社に対して、サプライヤーに対応して報告聴取を求めて、そういった事故がほか

でも多発するかどうかといったことの確認は一応今でもできるような状況となっておりま

す。 

【須田委員長】 よろしいですか。 

【小磯技術・環境政策課長】 あともう１点、個別のレベル４の認可の話があったかと思

いますので、そちらについては、例えば L4 の走行環境条件の付与をするような場合は、

自動運転のシステムを作っていらっしゃるところとか、そういったところから申請がある

など、我々としてもそことの関係がございますので、そういったところからお話を聞くと

いうのは、逆にもし何かそういうことがあれば最初にできるところかなと思います。 

 そういう意味で、必ずしも車自体を使っている方を通してでないと話を聞けないかとい

うと、そういうことではないと思っておりますので、実際に今後自動運転車が大量生産さ

れて型式指定を取るような形になる以前の段階についても、しっかりそういったところは

消費者の方とか一般の方の不安がないように対応していくようにしたいと思っております。 

【須田委員長】 よろしいですか。 

【中川委員】 どうもありがとうございます。自動車の安全性確保に関しては、これまで

国交省の方々が自動車業界及び部品業界の方々と信頼関係を築き、制度の仕組みの中でう

まく安全性が確保されてきたのだと思います。しかしながら、自動運転や高度な運転支援

ということになりますと、さらに加えて、これまでには自動車の関係の議論に入っていな

かった様々なプレーヤーの方々、国内外からの様々なプレーヤーの方々が入ってこられる

と思いますので、そういった方々との信頼関係をさらに構築していただくのは当然のこと

として、制度としても、どのようなプレーヤーが入ってきたとしても安全性確保のための

対応が取っていけるような形での制度構築をお願いしたいと思っております。 

【須田委員長】 今の件は何かコメントはありますか。 
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【小磯技術・環境政策課長】 中川委員からご指摘いただいた点は制度的にもそういった

ものが担保できるようにということだと思いますので、今後、我々も自動運転の関係の制

度を考えていくに当たってはそういった視点を踏まえて考えていくようにしたいと思いま

す。 

【須田委員長】 ありがとうございます。自動運転の開発のフェーズだと、いろいろなプ

レーヤーがありますので一概には言えないところはあるかと思いますけれども。 

 では、中野先生。 

【中野委員】 中野のほうから、内容についてはよくまとめていただき、ありがとうござ

います。私の直前の指摘も反映していただいたようで、そんなに特段内容についてお話し

するつもりはないのですが、１点、１７ページの１０万人当たりの交通事故死者数の目標

で、私は今ぱっと読んでちょっと違和感があったので、これは間違ってはいないのですが、

国際比較しているので人口１０万人当たりの３０日以内の死傷者数で比較していると思う

のですが、目標は２４時間で出しているということで、これは恐らく２０３０年に２４時

間死者数１，９００人以下を達成した場合は、下の細かく書かれている注釈を見ると、恐

らく１，９００人に関して比率の１．２２を掛けて３０日以内死傷者数に該当する数を出

して、それを１０万人で求めて１．９という話だと思うのですが、このグラフだけぱっと

見た場合に、日本だけ２４時間死者数で算出しているのではないかと非常に誤解を与える

ような気がしていまして、特に上のテキストの分でも１，９００人以下としか書いていな

いので、このグラフだけ特に目標になっている重要なグラフになりますので、このままの

表記だとちょっと誤解を生むかなというのを懸念しています。いっそのこと２４時間死者

数１，９００人ではなくて、恐らく目標は２，３００人なのですかね。それを書いて１０

万人にしたものが１．９とかが分かるような書き方のほうがよろしいのではないかと思っ

ております。 

【松坂車両安全対策調整官】 ご指摘ありがとうございます。まさにおっしゃるとおりで

ございまして、国際的には３０日以内死者数で全部統一されているので、１２次計画のほ

うでこういうグラフが作られていたのでそれをそのまま使わせていただいたのですが、確

かにちょっと誤解を招く可能性が高いので表現を修正いたします。 

【中野委員】 お願いします。 

【須田委員長】 それでは、水野先生、お願いします。 

【水野委員】 水野です。 
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 非常によくまとまっていて特に大きな直してくださいというのはないのですが、まず３

０ページの図１－３－２８の死亡事故件数に関する棒グラフを見せていただくと、高齢者

でも後期高齢者、７５歳以上から大きく増えているので、単に高齢者というのではなくて、

一言７５歳以上についても何かコメントがあったほうがいいのではないかと思いました。 

 それから、先ほど岩貞さんからもお話がありましたけれども、６５ページの高齢者や女

性においては衝突時に胸部傷害による致死の割合が増えているというのがございましたが、

女性の場合は原因がよく分かりませんが、高齢者の場合は骨がもろくなっているというの

がありますので、それを書いていただくと因果関係が分かって、どうして胸部傷害が増え

てシートベルトに加害性があるのかというのが読み取りやすくなるのではないかと思いま

した。 

 それから、細かいところなのですが、６６ページの２個目の丸、「衝突事故実態や将来

の技術進展を踏まえた」というところの２行目の右端の下線ですが、「多様な乗車姿勢に

応じた」という箇所がありますけれども、これを「多様な体格や乗車姿勢」としていただ

くと、先ほど岩貞さんが言われた BMI の低い方や BMI の高い方も含めていろいろな乗員

のいろいろな姿勢を考える必要がありますというのが含まれますので、書き加えていただ

いたほうがよいのではないかと思いました。 

 それから、最後の７９ページの自動車アセスメントの件で、自動ブレーキなどで衝突速

度がだいぶ下がっていたりしますので、低速度の衝突とか、あるいは女性の話が先ほどあ

りましたけれども、性別を考慮した安全性とか、そういう現状も踏まえた試験法に修正し

ていく必要があるということを入れていただくといいのではないかと思いました。 

【松坂車両安全対策調整官】 ありがとうございます。 

 まず３０ページ目の高齢者対策というところで、確かに６５歳以上のところは「高齢者

（６５歳以上）」という形で書いてありますが、特に７５歳以上でぐんと１０万人当たり

のものが増えていくというところを少し強調したいと思います。 

 それから、高齢者と女性の乗員保護のところで高齢者の胸部傷害に至る、骨がもろくな

ってしまってというところの因果関係も記載したいと思います。 

 それから、「多様な体格」という言葉の追記も承知いたしました。 

【菊池技術・環境政策課審査官】 最後に７９ページのところで自動車アセスメントに関

連して頂きましたご意見ですが、最新のロードマップでは低速時でのシートベルトの評価

についても新たに追加させていただいておりますけれども、頂いたご意見を踏まえまして、
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こちらの本文のほうにも現状を踏まえて評価を見直していくような記載を追記させていた

だきたいと思います。ありがとうございます。 

【須田委員長】 ありがとうございます。 

【廣瀬委員】 芝浦工業大学の廣瀬です。 

 取りまとめいただきまして、ありがとうございます。前回私も意見させてもらったとこ

ろも反映していただいて、ありがとうございます。その上で確認といいますか、もう一度

全部確認しまして３つほどコメントさせていただければと思います。 

 １つが、４６ページの図２－１－７に ASV 装置の新車の装着割合が出ているのですが、

AEB とかは義務づけになっているので１００％かなと思ってしまうのかなと思いまして、

そうすると、９９．８になっていて、多分適用除外の車とかその割合があるのかなと思っ

ていまして、どこかにそれを書いていただけると分かりやすいといいますか、１００％で

はないのかなという疑問に答えられるかなと思いました。 

 それと、先ほど中川先生からご指摘がありました L2＋＋の車両、５９ページの２ポツ

の「高度な安全運転支援技術等による安全確保及び普及促進」というところの対策例に

「AI を活用したドライバー操作をほぼ必要としない」ということは書いてあるのですが、

フットノートの６のところに「運転者が周辺監視をし、縦・横方向の運転支援機能を有す

るもの」ということが記載されていまして、「あくまで運転者が周辺を監視し」というの

も本文の中に入れておいたほうが、「ほぼ必要としない」というところだけではなく明確

になるのかなと思いました。 

 それと、８０ページの国際基準調和の推進のところで、基準への適合性の審査等におい

てシミュレーションを活用するということなのですが、国際の議論とか聞いていますと、

必ずしもすぐにというところもなかなか難しいのではないかと思っていまして、例えばそ

こに「基準への適合性に係る審査において、その妥当性を十分確認した上で」という文章

を追加して「シミュレーションの活用を」という内容にしておいたほうが、すぐにという

ところよりも、妥当性を十分に確認した上で使用していくというところを明確にしたほう

がいいのではないかと思いました。 

 以上３点になります。よろしくお願いします。 

【松坂車両安全対策調整官】 ご意見ありがとうございます。 

 まず４６ページ目の ASV 装置の装着割合ということで、衝突被害軽減ブレーキは、恐

らくなのですが、継続生産車の適用が今年の９月からになるので、そういう意味でもしか
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したらこの０．２％ぐらいがあるのかもしれないです。いずれにしろ、これは１００％で

はない理由を少し記載したいと思います。 

 それから、L2＋＋の表現のところで運転者が周辺監視をする点を本文にも記載すると

いう点も反映させていただきます。 

 それから、シミュレーションの活用につきましても、我々としても拙速にこれをやるつ

もりはございませんので、その妥当性を十分確認した上でというのを追記したいと思いま

す。ありがとうございます。 

【須田委員長】 あと、坪田委員がまだご発言がないですけれども。 

【坪田委員】 骨子からここまでおまとめいただきまして、ありがとうございました。ま

さに今の課題、ここにまとめていただいていますように、まず高齢者と子供のことがすご

く大きいと思います。これを柱に、歩行者、自転車ということで、今の課題をしっかりと

柱立てしていただいていて非常によくまとめていただいたと思っております。 

 AI の活用が期待されていて、これによって非常に膨大なデータを分析・整理すること

によって、技術の進歩及び分析により事故を未然に防ぐことがかなり可能になってきてい

るとは感じております。こういった安全装置を取り入れる車が出てくるわけですが、やは

り今ここで高齢者の問題が１つあります。これは検討の時点、前々回会議の辺りからも出

ておりますけれども、こういった先進技術を搭載した車を使用しない高齢者がいますと、

これは結局なかなか解決できなくて、そこを最後はどうするかということが一番の問題だ

と消費者の立場から思っております。 

 それから、消費者は今まで車を選択するときには当然値段とか形とか性能も考えてはい

たわけですが、形は同じ四輪車の車であっても、新しい先進技術を搭載した車というのは

単に走るだけではなく、コンピュータ、パソコンではないですが、非常に頭脳的なものも

そろえた車になっているわけですから、車を選択する基準が消費者にとって非常に難しく

なっております。その選択をきちんと消費者がすることによって安全技術が実を結ぶこと

になると思っております。これは一般の消費者はもちろんですが、事業用の方であっても、

いわゆる車のユーザーにとっては、同じ状況であると思います。ますますブラックボック

ス化していく車両に対して、どうやって市場に投入した後に周知していくかということが

大変重要であると感じております。 

 また、これまでは四輪か二輪か自転車かの選択しかほぼなかったのですが、小型モビリ

ティとか今までになかった様々な車が出てきますので、消費者はその中から選択をするこ
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とで、１人のユーザーが様々な車を利用する時代になりますと、安全技術を搭載した車を

どこまで使いこなすかということは、やはり消費者への周知、ユーザーへの周知が非常に

重要であると改めて感じたところです。 

 やはり何かあったときにどうするかということが消費者にあります。ブラックボックス

化した非常に先進的な車に対する責任はどこにあるのかということです。消費者は通常販

売店から購入するだけの立場です。購入する前のことを、知らないわけで、そこは事業者

間での契約関係ということも今お話が出ましたけれども、しっかりと仕組みづくりをして

いただかないと安心して使えないということ。今回この会にも損害保険協会の方も参加さ

れていますが、やはり保険と連動した形で消費者が安心して使うということができないと

自動運転も普及をしないであるとか、誤解、過信をする誤解と不安がる誤解の両方が心配

されておりますので、そこもしっかりとやっていただかなくてはならないと思いました。

こういったことが随所に出てきており、官民連携とかいろいろな連携のことが書かれてい

ますが、まさに移動手段というのはインフラですので、より一層連携をしなくてはならな

いと思います。 

 弱者ということもご説明いただきましたけれども、これまでの弱者というカテゴリーが

変わってきておりまして、今までは完全な弱者だったところが、例えば自転車も今は車と

同じように車道を走ります。弱者ではあるけれども、自転車の性能も上がってきています

から、スピードもすごく出る自転車があります。そうすると、これまでの弱者という考え

方も変わってきていると思いまして、いつでも弱者にもなり得るけれども、逆に弱者では

ない立場にもなり得るという状況であることも踏まえて考えていかなくてはいけないと感

じました。 

 最後に、飲酒運転は本当にあってはならないことで、理由は問われない問題だと思って

おります。これにつきましては、やはり飲酒運転は悪いということだけではなく、依存症

的になっている方もいらっしゃるわけですから、こういった点も連携をした上で、違反で

ある以前に病気であるということを捉えた対策をもっと強化していかないと、ゼロにする

ことが不可能な問題だと感じております。 

 私のほうからは以上でございます。ありがとうございました。 

【松坂車両安全対策調整官】 坪田委員、ご意見を頂きまして、ありがとうございます。

まさに消費者の立場から、我々としては先進安全技術を市場に投入することで事故削減を

ということですが、それが実際に効果を生むというときには消費者の観点が第一である、
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一番重要であるというのはまさにそのように感じております。そういう意味では今回正し

い情報の伝達という柱も設けさせていただいて、先進技術をぜひどんどん使っていただく

という観点でユーザーの理解を醸成していくという取組、それから、特に AI とかそうい

うものに関してはむしろ安心して使えないのではないかというお声もあるということも確

かに感じておりますので、しっかり受容性を確保できるような制度づくりと普及啓発を官

民で連携して、さらに今回そういった連携を加速していくという表現にさせていただいて

おりますが、そういった取組を進めていきたいなと思っております。 

 それから、弱者の考え方も時代に応じても変わってきているところはまさにそうかなと

も思っておりますので、具体的な車両安全対策を考える上ではそういったところも踏まえ

て考えていきたいと思っておりますし、飲酒運転対策につきまして、まさにそういった依

存症、医療とかそういった観点での対策も非常に重要になってくるかなと思っております

ので、関係省庁が連携する形で取り組んでいくと。国交省としては車両安全技術をそうい

ったほかの関係省庁の施策とどう連携させていけるかという観点で取り組んでいきたいと

思っております。ありがとうございました。 

【須田委員長】 ありがとうございました。それでは、一通りご意見を頂きました。 

 私からも最後３点ほどコメントというか、ご指摘ですが、全体の流れとかで思ったので

すけれども、「はじめに」と「おわりに」というのがあまりしっくりこないなというのが

正直なところで、資料４をせっかく作っていただいて、多分ここら辺の話が「はじめに」

と「おわりに」とちょうど入ってくるのではないかなと思うのです。大体我々が論文やな

んかを読むときに、「はじめに」を読んで、最後に「おわりに」を読んでいって、それで

大体中身が分かるのですが、「はじめに」と「おわりに」を見ると情緒的なことばかり書

いていて、本当に重点項目をちゃんと指摘しましたとか、そういうことが最後に書いてい

ないようなところがあるので、多分資料４はそういう目的で作られたと思うのですけれど

も、そのようにちょっと改訂したほうがいいのではないかなというのが印象でございます。 

 もう１つ、ざっと読んでいて気になったところが、３２ページからの車種別の特徴とい

うところがありますよね。当然これは大型と二輪を抽出しますということが言いたいと思

うのだけれども、（２）が事業用自動車ということなのですね。だから、事業用自動車と

いうことで大型を言っているのかなと思うのだけれども、ここら辺の流れがしっくりこな

いかなと思ったのです。次の３３ページを見ると、いきなり二輪車が出てくるのですよね。

事業用自動車のところで二輪車ということはないだろうと、そんな感じなので、ここら辺、
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ちょっとこの流れを見直していただいたほうがいいのかなという感じがいたしました。 

 ３点目ですが、これは図が小さいのがあってなかなか細かいところまで見られないよう

なところがあるので、これは全般的に、どれとは言いませんけれども、見直していただい

たほうが読み手にはいいのではないかなと思います。最近私も高齢者になって非常に細か

い字が見にくくなってきているところがあるので、そのせいもあるかもしれませんけれど

も、そこら辺は全般的に見直していただくのがいいかなと思いました。 

 私からは全体的な話として３点ほど申し上げました。 

【松坂車両安全対策調整官】 委員長、ご意見ありがとうございます。「はじめに」と

「おわりに」の構成は考えたいと思います。 

 それから、車種別のところも流れが分かりやすくなるように工夫したいと思います。 

 それから、図につきましても少し見やすいように差替えなどさせていただきたいと思い

ます。 

【須田委員長】 では、お願いします。 

 大体いい時間になりましたので、もしご意見があれば、またメール等で頂くということ

でよろしいですかね。 

 それでは、本日頂いたご意見を踏まえて事務局と相談の上進めていきたいと思っていま

す。最終的な取扱いにつきましては委員長一任とさせていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。よろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、取扱いについては技術安全グループとしてのご了解を頂いたということで、

どうもありがとうございました。 

 この報告書については交通政策審議会の運営規則に基づき、本 WG 閉会後、部会長の

ご了解を得た上で自動車部会として公表したいということでございます。 

 それでは、最初にご紹介しましたように、残りの時間は１５分ほどでございますが、皆

様方より一言ずつコメントを頂きたいと思います。ということで、委員の皆様方、手前の

岩貞さんから一言ずつお願いいたします。時間も限られていますので１分くらいでお願い

できればと思います。 

【岩貞委員】 岩貞です。どうもありがとうございました。すごくよくまとめていただい

て、本当に感謝申し上げます。 

 私は特に情報と子供について意見を述べさせていただいたのですが、まず情報について
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は、やはりせっかくメーカーさんの技術者の方々が技術を磨かれても使っていただけない

ということは本当にもったいない話ですので、特に今後はシェアカー、レンタカーが非常

に増えてきます。そうすると、表示が違うと分からない、使えないということも起こって

くると思いますので、より一層分かりやすい情報の提供及び HMI（ヒューマン・マシ

ン・インターフェース）のところも分かりやすくするということが重要になってくると思

いますので、その辺りを今後もぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 もう１つ、子供のほうにつきましては、６７ページのところ、こどもの安全確保の真ん

中の対策の例というところにしっかりと４行書いていただいたことが本当にありがたいと

思っています。やはり現場で何が起きているのか、誰が、それから何が子供を傷つけてい

るのかというのを明確にしていっていただいて対応していただきたいと思っています。 

 子供の事故は件数がすごく少ないです。これまでは件数がないのでということを言い訳

にされてなかなかいろいろなことが進まないというもどかしさを感じていましたけれども、

やはりこの４行を書いていただいたことで数が少なくとも原因をしっかりと解析していっ

ていただけるということを言っていただけたと思っていて非常にありがたいと思っていま

す。１件あると、やはりハインリヒの法則がありますけれども、３００人の子供が危険に

脅かされているということになりますので、ぜひ今後とも解析をしていっていただいた上

で、次の第１３次ではぜひ数値目標を立てていただけるように徹底的に原因を潰していっ

て子供死者ゼロを目指していっていただきたいなと思っていますので、引き続きよろしく

お願いいたします。 

【須田委員長】 ありがとうございます。 

 それでは、坪田さん、お願いします。 

【坪田委員】 ありがとうございました。さっき申し上げたとおりでございます。消費者

としては購入する立場、事業者の方も事業用にどの車を購入するか、分からない、難しい

時代になってきていると感じております。以前は、自転車はこぐ、車もハンドルを握って

運転するという非常に体感的な形で動いていたという意識があるのですが、最近はボタン

１つで動く。しかもボタン１つでいろいろな装置も整備されているということで、むしろ

運転というよりはマシンを使うというイメージになってきています。そうすると、やはり

消費者に対してはより一層しっかりとした正しい情報を伝えるということが一番でして、

この会議でもチャイルドシートのつけ方の問題も出ていました。今、動画でもしっかりと

つけることが分かるようにはされているのですが、やはりそこから漏れてしまっている人
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がいる。漏れてしまっている人には啓発も十分必要ですが、やはり車の問題は命に関わり

ますので、漏れてしまっている人がいるのは、なぜ漏れてしまっているのか、漏れてしま

う人がないように伝えるためにはどうしたらいいかというところまで考えていただければ

と思っております。ありがとうございました。 

【須田委員長】 ありがとうございます。 

 それでは、中川先生、お願いします。 

【中川委員】 中川です。どうもありがとうございました。 

 ２０２６年、２０２７年は自動運転車の社会実装とそれに向けた制度構築の正念場だと

私は思っております。２０１８年に制度整備大綱が出て、２０１９年にレベル３・レベル

４についての車両法改正、レベル３についての道交法改正がなされ、２０２２年にレベル

４についての道交法の改正がなされたわけですが、その後数年間、実証実験については活

発になりましたけれども、なかなか社会実装が本格化しない中で、米中に水を開けられて

いたところであるというのが私の認識です。ただ、ここのところ、複数の海外企業が日本

での自動運転車の導入に向けて取り組みを始め、日本の OEM も自動運転車の導入に本格

的に取り組み始めており、２０２６年、２０２７年はまさに自動運転車が実際に社会実装

されていく時期に入ってきていると思っております。自動運転車を社会実装させていくこ

とによって、先端技術を活用して事故削減がなされることが期待されますし、また、自動

車産業を基幹産業の１つとする日本において産業競争力を維持していくということは非常

に重要だと思っておりますので、これを推し進めていく必要があると考えております。一

方で、国内の自動車メーカー、部品メーカーだけではなくて、国内外の様々なプレーヤー

が入っていく中で、仮に安全性確保のための制度整備構築が不十分なままこれらが導入さ

れた場合に事故や不具合が頻発したということになると、自動運転車に対する社会的受容

性が下がって、自動運転車に対する期待が一気に反転するのではないかと危惧しておりま

す。ですので、２０２６年、２０２７年はまさに自動運転車の社会実装、それに向けた制

度整備構築の正念場と考えておりますので、ぜひ国交省さんにおかれましては適切なかじ

取りをしていただきたいと切に願っております。よろしくお願いします。 

【須田委員長】 ありがとうございます。中野先生、お願いします。 

【中野委員】 私も短めにいきたいと思いますが、この議論は、やはり日本は歩行者が被

害者になる事故が多いということと交通事故死者数とか下げ止まっているというところか

ら議論が始まったかなとは思っております。それを解決するものとしてやはり運転支援の
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積極的活用、協調型システム等のお話もありましたが、それらの積極的活用と思っており

ます。また、AI がかなり自動車技術に入ってくるのは間違いなくて、AI の活用を安全の

技術の中の文脈に合うように置くかというところが課題だと思っておりました。そういっ

た意味で今回の資料はその辺りはうまくまとめていただいたかなと思っております。今後

ファクトベースで運転支援の効果評価を行う必要があると思いますが、協調型システムに

しろ、AI にしろ、データ活用が非常に重要になってくると思っています。その辺りは日

本の弱いところでもありますので、今後ぜひ積極的に方策を考え、活用できるようにして

いただきたいと思っております。 

【須田委員長】 ありがとうございます。 

 それでは、廣瀬先生、お願いします。 

【廣瀬委員】 いろいろ報告書等ご対応ありがとうございました。その中で最新の自動運

転の技術とか運転支援の L2＋＋の技術等を着実に、安全性を確保して普及させていくこ

とが大切なのかなと思っています。その上で、報告書でも触れていただいていますが、事

故データの科学的な解析といいますか、EDR を使った取組を積極的にできるといいのか

なと考えています。例えば自動車アセスメントのシナリオベースの評価というお話もござ

いましたが、詳細な事故データでこういった事故の類型とか、そういったところまで把握

しないと将来的に事故の件数が減っていかないところもあるので、そういった科学的な分

析ができる素地を作っていけるといいなと考えています。また、整備の高度化、OBD の

ことに触れていただいていますが、こういったところも科学的な分析とかそういったとこ

ろができるといいなと考えております。 

【須田委員長】 ありがとうございます。 

 それでは、槇先生、お願いします。 

【槇委員】 都市大の槇といいます。どうも取りまとめお疲れさまでした。 

 中にバーチャルとかシミュレーションとかいうキーワードがあるのですが、個人的には

否定的な意見を発言する機会があれば言っております。なぜかというと、学生に有限要素

とかとポンと渡してやると、途中まではうまい具合にいくのですが、途中から変なデータ

が出てきます。そうすると、「何で、何で」と学生自身がいろいろいじっているのです。

最後に見つけようとすると、質量・密度がゼロになっているとか、剛性無限大になってい

るとか、そういうところを忘れているのが残っていて、そういうことでバーチャルとかシ

ミュレーションとか危ないよな、誰がチェックするのだろうなということでいろいろ否定
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的な意見を出しております。 

 あと、個人的には６５歳を超えておりますので、この中でデータがいっぱい出てきてい

て、加害者にも被害者にもならないようにしないといけないと考えております。今後とも

よろしくお願いします。 

【須田委員長】 ありがとうございます。 

 それでは、水野先生、お願いします。 

【水野委員】 一通り報告書を読ませていただきまして、従来の交通事故死傷者数削減を

中心に今回も記載されているわけですが、それに加えて今回の報告書では、人口減とか高

齢化に起因した交通物流の大きな課題、これを交通事故死傷者数削減も含めて運転支援、

自動運転、AI で解決していくのだという方向性を読み取ることができて非常に興味深い

報告書だと思いました。 

【須田委員長】 ありがとうございました。 

 私からも最後一言お礼を申し上げたい。本当に新しい課題が次から次へと出てくると、

新技術も出てくると、そういうところで取りまとめをしなければいけない。非常に難しい

課題であったかなと思います。それに対して本当に皆様方大変真摯な取組をしていただき、

どうもありがとうございました。おかげさまでいい報告書ができたと思っています。どう

もありがとうございました。 

 すみません、オブザーバーのご参加の方、全然ご発言の機会がなくて申し訳ございませ

んでしたけれども、最後にもしご発言があればお一人ずつ頂きたいのですが、よろしいで

すか。 

 では、まず全日本トラック協会の大橋様。 

【全日本トラック協会（大橋）】 全日本トラック協会の大橋と申します。オブザーバー

として参加させていただきました。どうもありがとうございました。 

 私どもトラックにおきましては追突事故が非常に多く発生していることから、衝突被害

軽減ブレーキ等の安全装置が重要な役割を果たすと考えておりますが、やはり最終的には

ドライバーの判断、行動によるものと考えておりますので、私どもといたしましては事業

者に対しまして引き続き安全運転の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。 

【須田委員長】 どうもありがとうございます。 

 それでは、日本バス協会の泉様、お願いします。 

【日本バス協会（泉）】 日本バス協会の泉でございます。オブザーバーとして参加させ
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ていただきまして、ありがとうございます。 

 バス関係につきましては、特に路線バスの車内人身事故、そして運転士の健康起因事故、

また、人手不足によります外国人運転士の増加への対応が重要であると考えられます。こ

うしたことから運転士の負担軽減につながります高度なシステムの開発推進は非常にあり

がたく思ってございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、こうしたシステムにつきましては非常に導入に経済的負担がかかるところでござ

いますので、この辺のところのご支援を賜りますよう是非ともよろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。 

【須田委員長】 ありがとうございます。 

 それでは、日本損害保険協会の杉山さん、お願いします。 

【日本損害保険協会（杉山）】 日本損害保険協会の杉山と申します。オブザーバー参加

させていただきまして、ありがとうございました。 

 弊会は保険を通じまして安全で安心な社会の形成に寄与することを目的に活動してござ

いまして、交通事故防止活動にも注力しているところでございます。今回のしっかりまと

められた報告書における、環境認識や対策の方向性を踏まえまして、弊会の直接の対応と

しましては啓発活動が中心になってきますが、交通事故のない社会の実現に向けて貢献し

てまいりたいと思います。 

 また、このほかにも自動運転車をはじめとした先進技術の普及、社会受容性の拡大に向

けて果たす役割もあるかと思いますので、特に自動運転車の交通事故に関する原因究明の

ためのスキームの構築、こういった諸課題の解決には引き続き関係者の皆様と取り組んで

まいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【須田委員長】 ありがとうございました。 

 それでは、日本自動車工業会の渡辺様、お願いします。 

【日本自動車工業会（渡辺）】 ありがとうございます。日本自動車工業会の渡辺です。 

 まず報告書のおまとめ、ありがとうございました。これは業界にとってもとても大事な

ものですので、ここに記載いただいたことを見据えながら今後開発等を進めていけたらと

思っております。 

 報告書にご記載いただいたとおり、ASV の推進計画、あとは自動車アセスメント、基

準の３施策及び施策間連携は非常に大事なものであると感じております。安全対策を効果

的かつ継続的に推進するためには、自動車アセスメント検討会、車両安全対策検討会での
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議論においても、適宜この報告書に基づき立ち戻り、施策の結果を振り返り、新たな対策

を見定めていくことが大事だと再認識しました。これにより本交政審の対策の最適化を行

いつつ、次期交政審の方針、具体的には更新が必要な箇所を継続的に明確にしていくこと

が大事だろうと感じた次第でございます。 

 その一方、国内の安全施策の推進においては、各国 NCAP や国際基準調和を無視する

ことはできません。国際の場でも経済合理性と実効性のある施策の論議を働きかけて、日

本にとって有益な施策が打てるように各方面に働きかけていくべく関連する皆様と引き続

き連携させていただけたらと思っております。ありがとうございました。 

【須田委員長】 ありがとうございました。 

 それでは、日本自動車部品工業会の後藤様、お願いします。 

【日本自動車部品工業会（後藤）】 日本自動車部品工業会の後藤でございます。このた

びは報告書をおまとめいただきまして、誠にありがとうございました。 

 部品工業会としましては、引き続き国交省様の取組について共に連携を図っていくよう

に活動していきたいと存じます。また、装置類については国交省さんのほうでかなり国際

化を進めていただいておりますが、こういった取組への反映をぜひとも期待したいところ

でございますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いをいたします。 

【須田委員長】 ありがとうございました。 

 それでは、日本自動車連盟の丹野様、お願いします。 

【日本自動車連盟（丹野）】 日本自動車連盟（JAF）の丹野でございます。オブザーバ

ーとして参加させていただき、ありがとうございました。 

 JAF では小さい子供から高齢者まで幅広い年代に対して交通安全の啓発を行っており

ます。特に子供については、通学路、生活道路における事故防止、また、チャイルドシー

トの使用や正しい取付け、着座など、大人に対する啓発活動を重視しているところです。

また、近年は車両の安全技術は大きく進展しておりますが、その効果を十分に発揮するた

めには利用者の正しい理解と適切な使い方が不可欠でございます。飲酒運転であったり自

転車など社会的な課題がまだまだありますが、我々の立場としては、ドライバー、大人の

意識であったり行動を変えていくための交通安全の啓発活動が必要であると考えておりま

す。ただ、JAF だけでは限界がありますので、各関連団体、企業、自治体、皆様と一緒

に連携して取り組むことで、より質の高い情報の提供や啓発活動を行っていくことが重要

であると考えておりますので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。 
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【須田委員長】 ありがとうございます。 

 では、最後ですが、日本自動車輸入組合の碇様、お願いします。 

【日本自動車輸入組合（碇）】 日本自動車輸入組合でオブザーバーとして参加しており

ました碇でございます。ご報告書の取りまとめ、全般的に非常に多くの内容をカバーした

立派な報告書の取りまとめ、ありがとうございます。 

 輸入車組合としては海外の車を入れる業界団体でございますので、そういった観点から

しますと、新しいいろいろな日本の取組ができれば国際的に調和してストレスなく日本に

持ってこられるような形になるのがありがたいなと思っております。 

 それから、業界としては、先ほどもご意見が委員の方からありましたけれども、お年寄

りとかの事故を防止していくための安全な車ができても、それが普及しないというのも確

かに大きな課題だと思いますので、そういったところを踏まえ費用対効果のある対策を政

府で進めていただければ大変ありがたいなと思っておる次第です。 

【須田委員長】 どうもありがとうございました。 

 すみません、時間を超過してしまいましたけれども、技術安全グループの審議について

はこれで終了ということにしたいと思います。 

 それでは、最後に事務局のほうから何かありますでしょうか。 

【事務局】 須田委員長、ありがとうございました。 

 それでは、WG の閉会に当たりまして、最後に物流・自動車局次長の猪股より、これま

での WG の議論を振り返りつつ一言ご挨拶させていただきます。猪股次長、よろしくお

願いいたします。 

【猪股物流・自動車局次長】 皆様、こんにちは。まずは本日の会議に遅参いたしまして

おわび申し上げたいと思います。本日を含め４回の議論をしていただきました。須田委員

長をはじめ委員各位並びにオブザーバーの皆様におかれましては、示唆に富む議論とさら

に力強いエールもいろいろと頂いたということで心より御礼申し上げたいと思います。思

えば第１回が昨年の１２月２５日のクリスマスに開始したということで、５か月という極

めて限定的な時間の中でかなり積極的に多岐にわたり議論・意見を出していただいたとい

うことで本日の報告書が取りまとまったことにつきましては本当に感謝いたします。いろ

いろな皆様の意見というか、中でありましたように、今、自動車産業が大変革期だという

ことで、新しい AI の装置も導入されている状況になっております。 

 高齢者の問題というのは実はもう１０年以上前から日本では言われておりまして、サポ
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カーの制度も実は本年度をもちましてちょうど１０年目という状況でございます。いろい

ろと大きな変革のタイミングでございますが、このような説明において今後の車両安全対

策の方向性がまとめられたというのは時宜を得た形で、しかも内容が整理されたという点

については重ねて深く感謝いたしたいと思います。 

 先ほど実は遅参したというお話をさせていただきました。実は国会の答弁に立っており

まして、ちょうど厚生労働委員会のほうで答弁させていただいたのですが、内容は、昨年

の５月頃に起きました痛ましい交通事故に関しての議員の質問という形でございました。

実は厚労委員以外にも法務委員とか、ほかにもいろいろとこの事故に関しては意見があっ

て、妊婦が巻き込まれて胎児が傷害を負うというかなり悲惨な結果の事故ということもあ

って皆さん非常に注視をしているところでございました。交通事故に関してはやはり国会

の中でも重要な論点ということで、これから様々対策をどうきちんと行っていくのかとい

うのが引き続き議論されるものだと考えております。 

 実は国際的な議論においても交通安全の問題は大きな問題でございまして、ちょうど先

週、国連のグテーレス事務総長が来日されたのに合わせまして、UNECE のタチアナ・モ

ルチャン事務局長が来日を一緒にされて金子国交大臣と意見交換を行う場がございました。

その中で先方からは、WP.29 における日本の貢献をより積極的に行っていただきたいと。

その中では、具体的に専門的な知識のみならず、リーダーシップをますます発揮していた

だきたいという話もございました。さらに、実は国連も交通安全の方向性ということで方

針をまとめております。UN トラフィックセーフティということで２０３０年に向けての

目標が立てられていて、それの中間評価みたいなこともしなければいけないということで、

今年ニューヨークの国連本部でもそういった議論を行うので、ぜひ日本からも来てもらえ

ないかという話もございました。全世界では毎年１００万人以上が交通事故で亡くなって

いるというかなり危機的な状況も続いております。日本が誇る技術とか制度が世界の交通

環境も変える可能性があるということの示唆だと私は思っております。引き続き本日取り

まとめていただいた報告書を基に、国内のみならず国際的にも貢献していけるように取り

組んでいければと思っているところでございます。 

 皆様におかれましては、そういった日本の制度の世界への影響という点も含めて、引き

続き様々なご指導・ご鞭撻を頂ければと考えておりますので、改めて感謝するとともに、

引き続きよろしくお願いできればと思います。ありがとうございました。 

【須田委員長】 それでは、これにて交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会技術安全
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ワーキングを閉会させていただきます。本当に皆様方、長らくのご審議どうもありがとう

ございました。 

 

――了―― 


